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本  省 代表 03-5253-8111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
治水課 ﾏｲｸﾛ 80-35554 

防災課 
直通 03-5253-8457 

ﾏｲｸﾛ 80-35738 

九州地方整備局 

代表 

時間内 092-471-6331 

時間外 092-471-6340 

 
川内川河川事務所 代表 0996-22-3271 

大隅河川国道務所 代表 0994-65-2541 

鶴田ダム管理所 
ﾏｲｸﾛ 773-332 

直通 0996-59-2030 

鹿児島国道事務所 
時間内 099-216-3855 

時間外 099-216-3111 

関

係

官

署

 

鹿児島地方気象台 099-250-9912 

鹿児島県警察本部 099-206-0110 

陸上自衛隊  

第 12 普通科連隊 
0995-46-0350 

海上自衛隊 

第一航空群 

0994-43-3111 

 内線 時間内 2218 

       時間外 2222 

通

信

・

報

道

関

係

機

関

 

ＮＴＴ西日本鹿児島支店 099-227-9689 

Ｎ Ｈ Ｋ 099-805-7000 

Ｍ Ｂ Ｃ 099-254-7111 

Ｋ Ｔ Ｓ 099-258-1111 

Ｋ Ｋ Ｂ 099-251-5111 

Ｋ Ｙ Ｔ 099-285-5575 

青 潮 会 
代表 099-286-2111 

直通 099-286-2120 

鹿

児

島

県

 

本  庁 代表 099-286-2111 

 
危機管理防災課 

ﾏｲｸﾛ 89-779-9855 

直通 099-286-2276 

河川課 

ﾏｲｸﾛ 89-779-9841 

直通 099-286-3590 

     099-286-3593 

鹿

児

島

県

 

鹿児島地域振興局 

建設部 
直通 099-805-7307 

 土木建課 

日置市駐在機関 
直通 099-273-3452 

南薩地域振興局 

建設部  
直通 0993-52-1373 

 土木建築課 

指宿市駐在機関 
直通 0993-22-2382 

北薩地域振興局 

建設部 
直通 0996-25-5548 

 土木建築課 

出水市駐在機関 
直通 0996-63-3121 

甑島支所 

 

代表 09969-2-0016 

直通 09969-2-0062 

姶良･伊佐地域振興局 

建設部 
直通 0995-63-8351 

 土木建築課 

伊佐市駐在機関 
直通 0995-23-5164 

大隅地域振興局 

建設部 
直通 0994-52-2176 

 土木建築課 

曽於市駐在機関 
直通 099-482-0481 

河川港湾課 

志布志市駐在機関 
直通 099-473-1651 

熊毛支庁 建設部 直通 0997-22-1136 

 

 

屋久島事務所 

       建設課 
直通 0997-46-2211 

大島支庁 建設部 直通 0997-57-7332 

 瀬戸内事務所 

       建設課 
直通 0997-72-2111 

喜界事務所 直通 0997-65-2091 

徳之島事務所 

       建設課 
直通 0997-82-1251 

沖永良部事務所 

    建設課 
直通 0997-92-0039 

 

  （注）マイクロ電話は鹿児島県設置のものは

最初の番号は 91 で使用する。 

            例：国土交通省治水課 

               80-35554→918035554 
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第 １ 章    総   則 
 

Ⅰ  目  的 

    この計画は、鹿児島県における防災計画の一つとして、水防法（昭和24年法律第193号、以

下「法」という。）第７条第１項の規定に基づき、県下における水防事務の調整及びその円滑

な実施のために必要な事項を規定し、洪水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及

びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。 

 

Ⅱ 用語の定義 

 １ 鹿児島県水防本部 

 鹿児島県内における水防を統轄するために必要と認められた間、第２章のⅠの３により設

置されるものをいう。 

 

 ２ 水防管理団体 

 水防の責任を有する市町村又は水防に関する事務を共同に処理する水防事務組合若しくは

水防予防組合をいう（法第２条第２項）。 

 

 ３ 指定水防管理団体 

 水防管理団体のうち、水防上公共の安全に重大な関係がある水防管理団体で、知事が指定

した次に掲げる27団体をいう（法第４条）。 

鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、いちき串木野市、阿久根市、奄美市、出水市、指宿市、 

南さつま市、霧島市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、志布志市、南九州市、 

伊佐市、さつま町、湧水町、姶良市、大崎町、東串良町、肝付町、錦江町、南大隅町、 

徳之島町、天城町 

 

 ４ 水防管理者 

 水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水防予防組

合の管理者をいう（法第２条第３項）。 

 

 ５ 消防機関 

     消防組織法（昭和22年法律第226号）第９条に規定する消防の機関（消防本部、消防署及

び消防団）をいう（法第２条第４項）。 

 

 ６ 消防機関の長 

 消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部を置かない市町村にあっては消防団

の長をいう（法第２条第５項）。 

 

７ 水防団 

法第６条に規定する水防団をいう。 
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８ 量水標管理者 

      量水標、験潮儀その他の水位観測施設の管理者をいう（法第２条第７項、法第10条第３

項）。 

      都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、都道府県の水防計画で定めるところによ

り、水位を通報及び公表しなければならない（法第12条）。 

 

９ 水防協力団体 

 水防に関する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他法人でない

団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関

する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずる

ものを有しているものとして水防管理者が指定した団体をいう（法第36条第１項）。 

 

10 洪水予報河川 

国土交通大臣又は知事が、流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大又は相当

な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交通大臣又は知事は、洪水予報

河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれの状況を基準地点の水位又は流量を示

して洪水の予報等を行う（法第10条第２項、法第11条第１項、気象業務法（昭和27年法律第

165号）第14条の２第３項及び第４項）。 

 

 11 水防警報 

 国土交通大臣又は知事が、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大又は相当な損害が生

じるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸（水防警報河川等）について、国土

交通大臣又は知事が、洪水、津波又は高潮によって災害が発生するおそれがあるとき、水防

を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう（法第２条第８項、法第16条）。 

 

12 水位周知河川 

国土交通大臣又は知事が、洪水予報河川以外の河川で洪水により国民経済上重大又は相当

な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交通大臣又は知事は、水位周知

河川について、当該河川の水位があらかじめ定めた氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に達

したとき、水位又は流量を示して通知及び周知を行う（法第13条）。 

 

13 水位到達情報 

水位周知河川において、あらかじめ定めた氾濫危険水位（洪水特別警戒水位等）への到達

に関する情報のほか、水位周知河川においては氾濫注意水位（警戒水位）、避難判断水位へ

の到達情報、水位周知河川においては氾濫発生情報のことをいう。 

 

 14 水防団待機水位（通報水位） 

   量水標の設置されている地点ごとに知事が定める水位で、各水防機関が水防体制に入る水

位（法第12条第１項に規定される通報水位）をいう。水防管理者又は量水標管理者は、洪水

のおそれのある場合において、量水標等の示す水位が水防団待機水位（通報水位）を超える

ときは、その水位の状況を関係者に通報しなければならない。 
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 15 氾濫注意水位（警戒水位） 

 水防団待機水位（通報水位）を超える水位であって、洪水又は高潮による災害の発生を警

戒すべきものとして知事が定める水位（法第12条第２項に規定される警戒水位）をいう。水

防団の出動の目安となる水位である。 

 量水標管理者は、量水標等の示す水位が氾濫注意水位（警戒水位）を超えるときは、その

水位の状況を公表しなければならない。 

 

 16 避難判断水位 

 市町村長の高齢者等避難発令の目安となる水位であり、住民の氾濫に関する情報への注意

喚起となる水位である。 

 

 17 氾濫危険水位 

  洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こるおそれがある水位をいう。市町

村長の避難指示等の発令判断の目安となる水位である。水位周知河川においては、法第13条

第１項及び第２項に規定される洪水特別警戒水位に相当する。 

 

18 氾濫発生水位 

洪水により相当の家屋浸水等の被害が生じる氾濫の発生する水位（堤防天端高（又は背後

地盤高））をいう。市町村長の緊急安全確保措置の発令判断の目安となる水位である。これ

までの「氾濫する可能性のある水位」の名称を変更したものである。 

 

19 洪水特別警戒水位 

法第13条第１項及び第２項に定める洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位。氾濫危

険水位に相当する。国土交通大臣又は知事は、指定した水位周知河川においてこの水位に達

したときには、水位到達情報を発表しなければならない。 

 

 20 重要水防箇所 

  堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所であり、洪水等に際して

水防上特に注意を要する箇所をいう。 

  

 21 洪水浸水想定区域 

   洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害

の軽減を図るため、想定し得る最大規模の降雨により当該河川において氾濫が発生した場合

に浸水が想定される区域として国土交通大臣又は知事が指定した区域をいう（法第14条）。 

 

 22 高潮浸水想定区域 

   高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害

の軽減を図るため、想定し得る最大規模の高潮により当該海岸において氾濫が発生した場合

に浸水が想定される区域として知事が指定した区域をいう（法第14条の３）。 
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Ⅲ  水防の責任 

 １ 水防管理団体の責任（法第３条） 

  市町村は、この計画に基づきその区域における水防を十分に果たすべき責任を有するもの

とする。 

 

 ２ 鹿児島県の責任（法第３条の６） 

  鹿児島県内における水防体制の確立強化を図るとともに、水防管理団体が行う水防が十分

に行われるよう指導し、水防能力の確保に努めなければならない。 

 

 ３ 放送局、ＮＴＴ、その他通信報道機関の義務（法第27条） 

  水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなければならない。 

 

 ４ 一般県民の義務（法第24条） 

  常に気象状況、水防状況に注意し、水防管理者、水防団長又は消防機関の長から水防活動

のため協力を求められた場合は、直ちにこれに従事しなければならない。 

 

Ⅳ  津波における留意事項 

 津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて遠地津波と近地津波に分類して考えら

れる。遠地津波の場合は原因となる地震発生からある程度時間が経過した後、津波が襲来す

る。近地津波の場合は、原因となる地震発生から短時間のうちに津波が襲来する。したがっ

て、水防活動及び水防団員自身の避難に利用可能な時間は異なる。 

 遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、水防活動、避難誘導等が可能な

ことがある。しかし、近地津波で、かつ安全な場所への避難場所までの所要時間がかかる場

合は、水防団員自身の避難以外の行動が取れないことが多い。 

 したがって、あくまでも水防団員自身の避難時間を確保した上で、避難誘導や水防活動を

実施しなければならない。 

 

Ⅴ 安全配慮 

 洪水、津波又は高潮のいずれにおいても、水防団自身の安全確保に留意して水防活動を実

施するものとする。 

 避難誘導や水防作業の際も、水防団員自身の安全は確保しなければならない。 

 

例）水防団員自身の安全確保のために配慮すべき事項の例 

・ 水防活動時にはライフジャケットを着用する。 

・ 水防活動時の安否確認を可能にするため、通常のものが不通の場合でも利用可能な

通信機器を携行する。 

       ・ 水防活動時は、ラジオを携行する等、最新の気象情報を入手可能な状態で実施す

る。 

・ 指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防止するため

団員を随時交代させる。 

・  水防活動は原則として複数人で行う。 
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・ 水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。 

・ 指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、水防団員の安全を確保するため、必

要に応じ、速やかに退避を含む具体的な指示や注意を行う。 

・ 指揮者は水防団員等の安全確保のため、予め活動可能な時間等を水防団員等へ周知

し、共有しなければならない。 

・ 指揮者は、活動中の不測の事態に備え、退避方法、避難場所、退避を指示する合図

等を事前に徹底する。 

・ 津波浸水想定の区域内にある水防団は、気象庁が発表する津波警報等の情報を入手

し、活動可能時間が確保できることを確認するまでは、原則として退避を優先する。 

・ 出水期前に、洪水時の堤防決壊の事例等の資料を水防団員全員に配布し、安全確保

のための研修を実施する。 

5



第 ２ 章    水   防   組   織 

 

Ⅰ  県の水防組織 

  水防に関係ある気象の予報、注意報、警報などにより、洪水、高潮、津波のおそれがあ

り、水防の必要を認めたときから、その危険が解消するまでの間、県は次の組織をもって水

防事務を処理する。 

  水防本部は県庁内に置き、水防業務の総括に当たる。ただし、鹿児島県災害対策本部が設

置された場合は、同本部の土木対策部として水防業務の遂行に努めるものとする。 

 

 １ 組織系統 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 事務分担 

    ⑴ 水防本部の事務分担 

        水防本部長   知事 

        副本部長     副知事 

        指揮監       土木部長 

    参与     建築技監 

        副指揮監     土木部次長 

        指揮監付     監理課長、道路建設課長、道路維持課長、河川課長、砂防課長、    

港湾空港課長、都市計画課長、建築課長 

        指揮班長     河川課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

管 理 班 

調 査 班 

災害調査班  現地指導班 

警 防 班 

 連絡調整班 

水
防
本
部
⾧ 

副

本

部

⾧ 

指

揮

監 

副

指

揮

監 

指

揮

班 

指

揮

監

付 

参 

与
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班 名 班    長 班    員 業     務 

指揮班 河川課長 土木部各課長補佐、 

技術補佐 

水防業務全般にわたる指揮及び緊急対策 

管理班 河川課管理係長 河川課管理係員 水防業務全般にわたる企画、水防資器材及び

気象情報の整備（雨量、水位、風速、流量、

潮位、気象情報の調査、記録及び通報） 

調査班 

 

河川課災害係長 

 

河川課災害係員 

 

土木関係災害の速報、土木災害状況の記録報

告、災害応急復旧の調査費配分 

災 害 

調査班 

河川課防災海岸係長 

道路維持課維持補修係長 

港湾空港課防災係長 

砂防課砂防係長 

建築課監察指導係長 

建築課計画指導係長 

建築課住宅政策室住宅企画係長 

河川課防災海岸係員 

道路維持課維持補修係員 

港湾空港課防災係員 

砂防課砂防係員 

建築課監察指導係員 

建築課計画指導係員 

建築課住宅政策室住宅企画係員 

河川、海岸災害の調査 

道路の災害調査 

港湾の災害調査 

砂防の災害調査 

宅造地の災害調査 

建築物の災害調査 

建築物の災害調査 

警防班 

 

河川課治水係長 

河川課開発係長 

河川課治水係員 

河川課開発係員 

水防工法の指導 

 

連 絡 

調整班 

監理課企画調整係長 監理課企画調整係員 部内の連絡調整 

     本表に含まれない者は指揮監の指示により臨時に所要の業務を分担する。 
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⑵ 現地指導班の事務分担 

 各地域振興局建設部長、北 地域振興局建設部甑島支所長、北 地域振興局建設部参事

（出水市駐在）、姶良・伊佐地域振興局建設部参事（伊佐市駐在）、大隅地域振興局建設

部参事（曽於市駐在）、大隅地域振興局建設部参事（志布志市駐在）、各支庁建設部長、

各支庁事務所建設課長、喜界事務所長は、その所属職員及び管理担当職員を指揮して、次

の区域の水防指導及び現地調査を担当する。 

    

班  名 所 在 地 班  長 水防指導区域 

鹿児島地域振興局建設部      鹿児島市小川町 鹿児島地域振興局

建設部長 

鹿児島市、鹿児島郡、 

いちき串木野市、日置市 

南 地域振興局建設部    南さつま市加世田

東本町 

南 地域振興局 

建設部長 

枕崎市、南さつま市、 

南九州市、指宿市 

北 地域振興局建設部 薩摩川内市神田町 

 

北 地域振興局 

建設部長 

薩摩川内市、薩摩郡 

北 地域振興局建設部 

土木建築課出水市駐在機関 

出水市昭和町 北 地域振興局 

建設部参事（出水市駐在） 

出水市、阿久根市、出水郡        

北 地域振興局建設部 

甑島支所  

薩摩川内市上甑町 北 地域振興局 

建設部甑島支所長 

薩摩川内市（甑島）                

姶良・伊佐地域振興局 

建設部 

姶良市加治木町 

諏訪町 

姶良･伊佐地域振興局 

建設部長 

霧島市、姶良市、姶良郡 

姶良・伊佐地域振興局 

建設部土木建築課伊佐市駐在機関 

伊佐市大口里 姶良･伊佐地域振興局 

建設部参事（伊佐市駐在） 

伊佐市 

 

大隅地域振興局建設部 鹿屋市打馬二丁目 大隅地域振興局 

建設部長 

鹿屋市、垂水市、肝属郡、 

波見港          

大隅地域振興局建設部 

土木建築課曽於市駐在機関 

曽於市大隅町岩川 大隅地域振興局 

建設部参事（曽於市駐在） 

曽於市、志布志市（志布志港を

除く。）、曽於郡  

大隅地域振興局建設部 

河川港湾課志布志市駐在機関 

志布志市志布志町

帖 

大隅地域振興局 

建設部参事（志布志市駐在） 

志布志港 

 

熊毛支庁 

建設部 

西之表市西之表 熊毛支庁 

建設部長 

西之表市、中種子町、南種子町            

熊毛支庁 

屋久島事務所建設課 

屋久島町安房 熊毛支庁 

屋久島事務所建設課長 

屋久島町 

大島支庁 

建設部 

奄美市名瀬永田町 大島支庁 

建設部長   

奄美市、大和村、龍郷町 

大島支庁 

瀬戸内事務所建設課 

瀬戸内町古仁屋 

 

大島支庁 

瀬戸内事務所建設課長 

宇検村、瀬戸内町 

大島支庁 

喜界事務所   

喜界町赤連 大島支庁 

喜界事務所長 

喜界町 

大島支庁 

徳之島事務所建設課 

徳之島町亀津 

 

大島支庁 

徳之島事務所建設課長 

徳之島町、天城町、伊仙町 

大島支庁 

沖永良部事務所建設課 

和泊町手々知名 大島支庁 

沖永良部事務所建設課長 

和泊町、知名町、与論町 

 

 

 (注) 以下、本計画において、各地域振興局建設部、北 地域振興局建設部甑島支所、北 地

域振興局建設部土木建築課出水市駐在機関、姶良・伊佐地域振興局建設部土木建築課伊

佐市駐在機関、大隅地域振興局建設部土木建築課曽於市駐在機関、大隅地域振興局建設

部河川港湾課志布志市駐在機関、各支庁建設部、各支庁事務所建設課、喜界事務所を一

括して「地域振興局建設部等」とし、各地域振興局建設部長、北 地域振興局建設部甑
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島支所長、北 地域振興局建設部参事（出水市駐在）、姶良・伊佐地域振興局建設部参

事（伊佐市駐在）、大隅地域振興局建設部参事（曽於市駐在）、大隅地域振興局建設部

参事（志布志市駐在）、各支庁建設部長、各支庁事務所建設課長、喜界事務所長を一括

して「地域振興局建設部長等」とする。 
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 ３ 水防本部の設置 

  気象、洪水、高潮、津波に関する注意報又は警報が発せられた場合及び降雨の状況等によ

り災害の発生が予想され、その対策を要すると認めたときは、水防本部を設置する。 

  水防計画で定める水防本部員又は現地指導班員は、気象等の状況により水防本部の設置が

見込まれる場合又は水防本部が設置された場合は、勤務時間外においても常にその所在を明

らかにし、適時水防本部又は班長と連絡を取らなければならない。 

 
Ⅱ  水防管理団体の水防組織 

 １ 水防組織 

  水防管理者は、管轄する区域の河川海岸等で水防を必要とするところを警戒防御するもの

とし、円滑な水防活動が行われるよう消防機関、水防団その他の必要な機関を組織しておく

ものとする。 

 

 ２ 水防事務組合の組織 

  地形その他の状況により、市町村が単独で水防の責任を果たすことが著しく困難な場合又

は不適当であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、津波又は高潮による被

害の共通性を勘案して共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなければならな

い。 

 

 ３ 水防協力団体 

  ⑴ 水防協力団体の指定 

       水防管理者は、次の各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められる   

法人、その他法人でない団体（事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会

の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約

その他これに準ずるものを有しているもの）を、その申請により、水防協力団体として指

定することができる。 

   ア 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。 

      イ 水防に必要な器具、資材又は設備の保管、提供 

      ウ 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

   エ 水防に関する調査研究を行うこと。 

   オ 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

   カ ア～オに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

  ⑵ 水防団等との連携 

      水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に業務を行わなけ

ればならない。 

  ⑶ 水防協力団体の監督等 

    水防管理者は、水防協力団体に対し、 

   ア 必要があると認めるときはその業務に関し報告させることができる。 

   イ 業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

   ウ イの命令に違反したときは、指定を取り消すことができる。 

 

10



  ⑷ 情報の提供等 

    国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な   

情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

  

４ 大規模氾濫減災協議会 

    知事が組織する都道府県大規模氾濫減災協議会及び国土交通大臣が組織する大規模氾濫

減災協議会においては、毎年開催するなどして「地域の取組方針」に基づく取組の実施状況

等を確認・共有し、必要に応じて取組内容を見直すなど、協議会として取組内容の点検・改

善を行い、防災、減災の取組を継続的に推進するものとする。 
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第 ３ 章    重要 水防箇 所 等 

 

Ⅰ 重要水防箇所 

  管内の河川・海岸等で堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想され、洪水等

に際して水防上特に注意を要する箇所であり、別表１のとおりである。 

 

Ⅱ  水防箇所 

  管内の河川・海岸等の重要水防箇所外で沿川区域や沿岸区域のうち人口密度や土地利用の

状況等の観点から保護すべき必要性の高いものと認められる箇所であり、別表２のとおりで

ある。 

 

Ⅲ  主要道路における交通途絶予想箇所 

  管内の主要道路で河川の氾濫、浸水、高潮等により交通途絶が予想される箇所は、別表３

のとおりである。 

 

Ⅳ  土砂災害警戒区域等 

管内の土砂災害の発生が予想される箇所は、鹿児島県土砂災害警戒区域等マップ（鹿児島県

ホームページに掲載）のとおりである。 
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第 ４ 章    気 象 注 意 報 ・ 警 報 の 発 表 及 び 諸 観 測 の 通 報 
 

Ⅰ 水防活動用警報・注意報の発表と水防関係者の措置 

 １ 水防活動に必要な予報及び警報の種類 

      水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報は、指定河川洪水予報を除き、

一般の利用に適合する注意報、警報、危険警報及び特別警報をもって代える。なお、水防

活動の利用に適合する特別警報は設けられていない。 

水防活動の利用に適合する注意報、警報の名称と対応する一般の利用に適合する注意

報、警報、危険警報、特別警報の名称及びそれらの発表基準は、次のとおりである。 

  （具体的な基準値は、別表の「（参考）水防に関する気象警報等」を参照。） 

 

水防活動の利 
用に適合する 
注意報・警報 

一般の利用に適
合 す る注 意 報 ･
警 報 ･危 険 警 報
・特別警報 

発表基準 

水防活動用 

気象注意報 

レベル２ 

大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想し

たとき。 

水防活動用 

気象警報 

レベル３ 

大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると

予想したとき。 

レベル４ 

大雨危険警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれが大きい

と予想したとき。 

レベル５ 

大雨特別警報 

台風や集中豪雨により大雨災害の起こるおそれが

著しく大きい降雨量となる大雨が予想される場合。 

水防活動用 

洪水注意報 

レベル２ 

氾濫注意報 

大雨、⾧雨、融雪などにより河川が増水し、災害

が発生するおそれがあると予想したとき。 

水防活動用 

洪水警報 

レベル３ 

氾濫警報 

大雨、⾧雨、融雪などにより河川が増水し、重大

な災害が発生するおそれがあると予想したとき。 

レベル４ 

氾濫危険警報 

大雨、⾧雨、融雪などにより河川が増水し、重大

な災害が発生するおそれが大きいと予想したとき。 

レベル５ 

氾濫特別警報 

台風や集中豪雨により河川の氾濫の起こるおそれ

が著しく大きい場合。 

水防活動用 

高潮注意報 

レベル２ 

高潮注意報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により災

害が発生するおそれがあると予想したとき。 

水防活動用 

高潮警報 

レベル３ 

高潮警報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重

大な災害が発生するおそれがあると予想したとき。 

レベル４ 

高潮危険警報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重

大な災害が発生するおそれが大きいと予想したと

き。 
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レベル５ 

高潮特別警報 

台風や温帯低気圧により高潮による浸水が起こ

る。おそれが著しく大きい場合。 

水防活動用 

津波注意報 

津波注意報 津波により災害が発生するおそれがあると予想し

たとき。 

水防活動用 

津波警報 

津波警報 津波により重大な災害が発生するおそれがあると

予想したとき。 

津波特別警報 津波により重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいと予想したとき（なお、「大津波警報」の名称

で発表する）。 

２  県水防本部の措置 

⑴ 注意報発表に対する措置 

ア  鹿児島地方気象台と連絡を緊密にし、鹿児島地方気象台の通報に基づいて、必要に応

じて地域振興局建設部等やその他関係機関に注意報の種類、規模、日時その他必要な事

項を連絡指示し、地域振興局建設部等やその他関係機関からの情報を取り、関係機関へ

通報するものとする。 

イ 注意報が発表されて必要と認められた場合は、河川課において別に編成した係長を長

とする１個班は待機し、水防活動を行うものとする。 

 

⑵ 警報、危険警報及び特別警報発表に対する措置 

ア  鹿児島地方気象台と連絡を緊密にし、必要に応じて地域振興局建設部等やその他関係

機関に警報について通報し、水防について万全を期するよう指示するものとする。ま

た、地域振興局建設部等やその他の関係機関からの情報を取り、関係機関へ通報するも

のとする。 

 

イ  警報、危険警報及び特別警報が発表された場合は、河川課において別に編成した該当

職員は待機し、水防活動を行うものとする。 

 ただし、待機の場合において、気象状況等により、その所定数を増減することができ

る。 

 
３  現地指導班の措置 

⑴ 注意報の発表に対する措置 

ア  注意報が発表されて必要と認められた場合、又は県水防本部から指示を受けたとき

は、直ちに管内の水防管理者その他関係機関に必要な連絡及び指示をする。 

イ  特に大島支庁建設部及び各事務所建設課は、名瀬測候所と連絡を密にし、測候所の通

報に基づき、その状況に応じて別命を待たず必要な措置を取ることができる。 

 

⑵ 警報、危険警報及び特別警報の発表に対する措置 

 警報が発表された場合、又は県水防本部から指示を受けたときは、その状況を水防管理

者その他関係者に急報し．その他の水防の策を立てるとともに、本部の編成に準じて別に

編成した該当職員は待機し、水防活動を行うものとする。 

 ただし、地域の状況気象の状況等により、待機職員の所定数を増減することができる。 
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４  水防管理者の措置 

 水防管理者は、県水防本部又は所轄地域振興局建設部等から注意報、警報、危険警報及び

特別警報の通報を受けたとき、又は自ら必要と認めたときは直ちに管内の水防団、消防機関

及び水門の管理者等に必要な連絡をとり、水防活動体制に入らせるとともに、管内の諸般の

状況を県水防本部又は所轄地域振興局建設部長等に報告するものとする。 

 
５  水門管理者の措置 

 水門管理者は、所轄地域振興局建設部長等又は水防管理者から注意報、警報、危険警報及

び特別警報の通知を受けたときは、直ちに工作物を点検し、常に水位の変動を監視し、必要

な措置を取るとともに、その状況を所轄地域振興局建設部長等又は水防管理者に報告しなけ

ればならない。 

 

６  排水ポンプ管理者の措置 

各機場の操作規則及び細則に基づいて必要な体制及び措置を取るものとする。 

（排水ポンプ場の名称・位置・排水能力・管理者等は次のとおり。） 

15



河川・海岸名 名称 位置 台数 排水能力 管理者 連絡電話番号

川内川
（春田川）

向田排水機場
薩摩川内市
白和町

２台 5㎥/S×2=10.0㎥/S
川内川河川
事務所長

0996-22-3271

川内川
（永田川）

永田排水機場
薩摩川内市
五代町

４台 3.2㎥/S×4=12.8㎥/S 薩摩川内市長 0996-23-5111

五代排水機場
薩摩川内市
五代町

２台 0.45㎥/S×2=0.90㎥/S 〃 〃

御崎山排水機場
薩摩川内市
五代町

２台 0.40㎥/S×2=0.80㎥/S 〃 〃

川内川
（新川）

高江排水機場
薩摩川内市
高江町

３台 4.166㎥/S×3=12.5㎥/S 〃 〃

川内川
（新川）

長崎排水機場
薩摩川内市
高江町

２台 2.5㎥/S×2=5.0㎥/S
川内川河川
事務所長

0996-22-3271

川内川
（銀杏木川）

銀杏木排水機場
薩摩川内市
宮内町

２台 5.0㎥/S×2=10.0㎥/S
川内川河川
事務所長

0996-22-3271

川内川
（三堂川）

三堂川排水機場
薩摩川内市
天辰町

２台 5.0㎥/S×2=10.0㎥/S
川内川河川
事務所長

0996-22-3271

川内川
（小倉川）

小倉排水機場
薩摩川内市
小倉町

２台 2.5㎥/S×2=5.0㎥/S
川内川河川
事務所長

0996-22-3271

川内川 下田排水機場
薩摩川内市
宮里町

３台 0.43㎥/S×3=1.3㎥/S 薩摩川内市長 0996-23-5111

〃 平良排水機場
薩摩川内市
宮里町

２台 3.25㎥/S×2=6.50㎥/S 〃 〃

〃 八間川排水機場
薩摩川内市
高江町

２台 1.5㎥/S×2=3.0㎥/S 〃 〃

〃 田海排水機場
薩摩川内市
田海町

３台 1.2㎥/S×3=3.6㎥/S 〃 〃

〃 中郷ポンプ場
薩摩川内市
中郷町一丁目

４台 2.5㎥/S×4=10.0㎥/S 〃 〃

川内川
（中郷川）

山田島排水ポンプ施設
薩摩川内市
中郷町山田島

１台 1.16㎥/s 〃 〃

川内川
（八間川）

高江排水ポンプ施設
薩摩川内市
高江町白浜

１台 1.16㎥/s 〃 〃

川内川 久見崎排水ポンプ施設
薩摩川内市
久見崎町浜

１台 0.3㎥/s 〃 〃

〃 大小路排水ポンプ施設
薩摩川内市
大小路町実風

１台 0.75㎥/s 〃 〃

川内川
（川畑川）

宮里排水ポンプ施設
薩摩川内市
宮里町川畑

１台 0.25㎥/s 〃 〃

川内川 舟倉排水ポンプ施設
薩摩川内市
東郷町斧渕

１台 0.36㎥/s 〃 〃

川内川
（下水流川）

東郷排水機場
薩摩川内市
東郷町船倉

２台 1.0㎥/S×2=2.0㎥/S
川内川河川
事務所長

0996-22-3271

川内川
（樋脇川）

戸田排水機場
薩摩川内市
中村町

６台 1.0㎥/S×6=6.0㎥/S 薩摩川内市長 0996-23-5111

〃 獺越排水機場
薩摩川内市
中村町

４台 1.5㎥/S×4=6.0㎥/S 〃 〃

樋脇川
（大谷川）

吉野山排水ポンプ施設
薩摩川内市
中村町吉野山

３台
1.16㎥/s＋0.425㎥/s×２＝

2.01㎥/s
〃 〃

川内川
（隈之城川）

沖玉排水機場
薩摩川内市
宮崎町

２台 0.60㎥/S×2=1.20㎥/S 〃 〃

〃 宮崎排水機場
薩摩川内市
宮崎町

２台 2.0㎥/S×2=4.0㎥/S 〃 〃

川内川
（隈之城川）

向田ポンプ場
薩摩川内市
若松町

４台
2㎥/S×2+2.68㎥/S×2

=9.36㎥/S
〃 〃

隈之城川 中福良排水ポンプ施設
薩摩川内市
中福良町橋口

1台 0.75㎥/s 〃 〃

〃 日暮西排水ポンプ施設
薩摩川内市
向田町日暮西

1台 0.13㎥/s 〃 〃

〃 矢倉排水ポンプ施設
薩摩川内市
勝目町上水ノ手

1台 0.5㎥/s 〃 〃

〃 隈之城排水機場
薩摩川内市
隈之城町

２台 3.25㎥/S×2=6.5㎥/s 〃 〃

〃 隈之城第二排水機場
薩摩川内市
隈之城町

２台 1.75㎥/S×2=3.5㎥/s 薩摩川内市長 0996-23-5111

〃 宮崎第二排水機場
薩摩川内市
宮崎町

２台 1.55㎥/S×2=3.10㎥/s 〃 〃

〃 冷水排水ポンプ施設
薩摩川内市
冷水町餅田

１台 0.25㎥/s 〃 〃

川内川 中村排水機場
薩摩川内市
中村町

２台 2.25㎥/S×2=4.50㎥/S 〃 〃

川内川
（平佐川）

平佐ポンプ場
薩摩川内市
平佐町

４台 3.75㎥/S×4=15.0㎥/S 〃 〃

川内川
（高城川）

排水ポンプ一覧表
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河川・海岸名 名称 位置 台数 排水能力 管理者 連絡電話番号

排水ポンプ一覧表

〃 日暮東排水ポンプ施設
薩摩川内市
向田町日暮東

１台 0.5㎥/s 薩摩川内市長 0996-23-5111

〃 喜入排水ポンプ施設
薩摩川内市
平佐町喜入

１台 0.5㎥/s 〃 〃

〃 草原排水ポンプ施設
薩摩川内市
平佐町草原

１台 0.5㎥/s 〃 〃

〃 第２草原排水ポンプ施設
薩摩川内市
平佐町八間堂

１台 0.5㎥/s 〃 〃

平佐川
（田崎川）

田崎排水ポンプ施設
薩摩川内市
田崎町小牟田池内

１台 0.5㎥/s 〃 〃

川内川
（下鶴田川）

斧渕排水機場
薩摩川内市
東郷町斧渕

２台 2.5㎥/S×2=5.0㎥/S
川内川河川
事務所長

0996-22-3271

川内川
（田海川）

斧渕排水機場
薩摩川内市
東郷町小路

２台 0.65㎥/S×2=1.3㎥/S 薩摩川内市長 0996-23-5111

川内川
（倉野川）

倉野排水機場
薩摩川内市
樋脇町倉野

４台 1.0㎥/S×4=4.0㎥/S
川内川河川
事務所長

0996-22-3271

高城川
（後牟田川）

城峯排水ポンプ施設
薩摩川内市
上川内町城峯

１台 1.16㎥/s 薩摩川内市長 0996-23-5111

川内川 瀬口排水ポンプ施設
薩摩川内市
中郷町瀬口

１台 1.16㎥/s 〃 〃

川内川
（丸池川）

丸池川排水機場
姶良郡湧水町
木場

３台
2.5㎥/S×2+5.0㎥/S

=10.0㎥/S
川内川河川
事務所長

0996-22-3271

川内川
（竹下川）

竹下排水機場
姶良郡湧水町
中津川

２台 1.0㎥/S×2=2.0㎥/S
川内川河川
事務所長

0996-22-3271

川内川 排水ポンプ車
薩摩郡さつま町
虎居

１台 1.0㎥/S
川内川河川
事務所長

0996-22-3271

川内川
（樋寄川）

川添排水機場
姶良郡湧水町
川添

２台 2.5㎥/S×2=5㎥/S 湧水町長 0995-75-2111

〃 門前排水機場
姶良郡湧水町
川添

２台 0.6㎥/S×2=1.2㎥/S 湧水町長 0995-75-2111

〃 竹中排水機場
姶良郡湧水町
川添

２台 0.8㎥/S×2=1.6㎥/S 湧水町長 0995-75-2111

川内川
（網津川）

網津排水機場
薩摩川内市
港町

６台 1.0㎥/S×6=6㎥/S 薩摩川内市長 0996-23-5111

原田川 湯島排水機場
薩摩川内市
湯島町

５台
1.33㎥/S×3+4.0㎥/S×2＝

12.0㎥/S
薩摩川内市長 〃

藺牟田漁港 藺牟田排水ポンプ施設
薩摩川内市
鹿島町藺牟田

４台 0.58㎥/s×4＝2.32㎥/s 薩摩川内市長 〃

―
大小路・中郷線
排水ポンプ施設

薩摩川内市
大小路町

２台 0.06㎥/s×2＝0.12㎥/s 薩摩川内市長 〃

―
横馬場・田崎線
排水ポンプ施設

薩摩川内市
横馬場町春日

２台 0.075㎥/s×2＝0.15㎥/s 薩摩川内市長 〃

―
岩下・焼山線
排水ポンプ施設

薩摩川内市
港町星原

２台
0.03㎥/s＋0.06㎥/s＝0.09

㎥/s
薩摩川内市長 〃

―
天大橋下

排水ポンプ施設
薩摩川内市
東大小路町

２台 0.06㎥/s×2＝0.12㎥/s 薩摩川内市長 〃

―
肥薩おれんじ鉄道下
排水ポンプ施設

薩摩川内市
大小路町

２台 0.08㎥/s×2＝0.16㎥/s 薩摩川内市長 〃

荒切川 荒切川排水機場
薩摩川内市
里

２台
1.3㎥/S×2=2.6㎥/S 北薩地域振興局

甑島支所長
09969-2-0062

野口漁港 江内排水機場
出水市高尾野町
江内

３台 3.43㎥/S×3=10.3㎥/S 出水市長 0996-85-5108

犬童川 福之江排水機場 出水市汐見町 ２台 4.0㎥/S×2=8㎥/S 出水市長 0996-67-3613

宮崎排水機場
南さつま市
金峰町宮崎

２台 1.0㎥/S×2=2㎥/S 南さつま市長 0993-76-1613

中津野排水機場
南さつま市
金峰町中津野

２台 0.875㎥/S×2=1.75㎥/S 南さつま市長 〃

尾下排水機場
南さつま市
金峰町尾下

２台 1.5㎥/S×2=3㎥/S 南さつま市長 〃

万之瀬川
（堀川）

高橋排水機場
南さつま市
金峰町高橋

２台 2.5㎥/S×2=5㎥/S 南さつま市長 0993-76-1613

折口川 折多排水機場 阿久根市折口 ２台 2.5㎥/S×2=5㎥/S 阿久根市長 0996-75-0478

大浦川 大浦第二排水機場 南さつま市大浦町 ２台 1.75㎥/S×2=3.5㎥/S
南さつま干拓
土地改良区

0993-62-2006

肝属川 下小原排水機場
鹿屋市串良町
下小原

２台 3.25㎥/S×2=6.5㎥/S 鹿屋市長 0994-63-3113

肝属川
（串良川）

串良樋管
鹿屋市串良町岡
崎

１台 0.133㎥/s×１＝0.133㎥/s 鹿屋市長 0994-63-3113

〃 岡崎第3樋管
鹿屋市串良町岡
崎

２台 0.133㎥/s×2＝0.266㎥/s 鹿屋市長 0994-63-3113

万之瀬川
（堀川）
（境川）
（岸元川）
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河川・海岸名 名称 位置 台数 排水能力 管理者 連絡電話番号

排水ポンプ一覧表

肝属川
（姶良川）

川上樋管 鹿屋市吾平町麓 ４台 0.133㎥/s×4＝0.533㎥/s 鹿屋市長 0994-58-7111

肝属川
（串良川）

吉元排水機場
肝属郡東串良町
川西

２台 2.1㎥/S×2=4.2㎥/S 東串良町長 0994-63-3126

〃 港原排水機場
肝属郡東串良町
川西

３台
2.7㎥/S×2+0.5㎥/S＝5.9

㎥/s
東串良町長 〃

肝属川 川西排水機場
肝属郡東串良町
川西

６台 1.0㎥/S×6=6㎥/S 東串良町長 〃

花渡川
平田潟地区⑴
排水機場

枕崎市平田町 ２台 0.9㎥/S×2=1.8㎥/S 枕崎市長 0998-72-1111

〃
平田潟地区⑵
排水機場

枕崎市平田町 ２台 0.4㎥/S+0.3㎥/S=0.7㎥/S 枕崎市長 〃

花渡川
（馬追川）

田畑地区排水機場 枕崎市立神本町 ２台 1.88㎥/S×２＝3.76㎥/s 枕崎市長 〃

〃
（中洲川）

東鹿篭第一排水機場 枕崎市桜山町 ２台 1.0㎥/S×2=2.0㎥/S 枕崎市長 〃

〃
〃

東鹿篭第二排水機場 枕崎市寿町 ２台 0.35㎥/S×2=0.7㎥/S 枕崎市長 〃

天降川 府中排水ポンプ場 霧島市国分府中 ６台 1.27㎥/S×6=7.62㎥/S 霧島市長 0995-45-5111

〃 姫城３号排水ポンプ場
霧島市隼人町姫
城

１台 1.33㎥/S 霧島市長 〃

〃 日当山排水ポンプ場
霧島市隼人町
東郷

２台 1㎥/S×2=2㎥/S 霧島市長 〃

〃 姫城２号排水ポンプ場 霧島市隼人町内 ２台 0.75㎥/S×2=1.5㎥/S 霧島市長 〃

〃 見次排水ポンプ場
霧島市隼人町
姫城

２台 0.83㎥/S×2=1.66㎥/S 霧島市長 〃

〃 西瓜川原排水ポンプ場
霧島市隼人町
姫城

２台 0.5㎥/S×2=1㎥/S 霧島市長 〃

〃 東郷排水ポンプ場
霧島市隼人町
東郷

２台 0.75㎥/S×2=1.5㎥/S 霧島市長 〃

〃 大津排水ポンプ場 霧島市隼人町内 ２台 0.45㎥/S×2=0.9㎥/S 霧島市長 〃

－ 下井排水ポンプ場 霧島市国分下井 ４台 0.5㎥/S×4=2㎥/S 霧島市長 〃

－ 住吉新田排水機場
霧島市隼人町真
孝

２台 2.0㎥/S×2=4.0㎥/S 霧島市長 〃

－ 島津新田排水機場
霧島市隼人町真
孝

３台 0.8㎥/S×3=2.4㎥/S 霧島市長 〃

大里川 川南排水機場
いちき串木野市
大里

３台 0.66㎥/S×3=2.0㎥/S いちき串木野市長 0996-36-3111

肝属川 茶円排水機場
鹿屋市吾平町下
名

６台 1.08㎥/S×6=6.5㎥/S 鹿屋市長 0994-58-7111

荒田川 荒田川排水機場 鹿児島市 ３台
6.3㎥/S×2+8.0㎥/S

＝20.6㎥/s
鹿児島地域振興

局
099-805-7307

和田川 和田雨水ポンプ場 鹿児島市 ２台 43.5㎥/分×2=87.0㎥/分 鹿児島市長 099-803-8772

〃 東塩屋第1雨水ポンプ場 〃 ２台 44.0㎥/分×2=88.0㎥/分 〃 〃

〃 東塩屋第2雨水ポンプ場 〃 ２台 30.0㎥/分×2=60.0㎥/分 〃 〃

〃 東塩屋第3雨水ポンプ場 〃 ２台 0.3㎥/分×2=0.6㎥/分 〃 〃

〃 東塩屋第4雨水ポンプ場 〃 ２台 3.0㎥/分×2=6.0㎥/分 〃 〃

甲突川 甲突雨水ポンプ場 〃 ２台 45.0㎥/分×2=90.0㎥/分 〃 〃

〃 甲突第1雨水ポンプ場 〃 ２台 12.0㎥/分×2=24.0㎥/分 〃 〃

〃 下荒田雨水ポンプ場 〃 ２台 18.0㎥/分×2=36.0㎥/分 〃 〃

清滝川水路 錦江雨水ポンプ場 〃 ２台 6.0㎥/分×2=12.0㎥/分 〃 〃

〃 塩屋雨水ポンプ場 〃 ２台 28.5㎥/分×2=57.0㎥/分 〃 〃

鴨池川水路 真砂雨水ポンプ場 〃 ２台 60.0㎥/分×2=120.0㎥/分 〃 〃

〃 鴨池第1雨水ポンプ場 〃 ２台 21.0㎥/分×2=42.0㎥/分 〃 〃

〃 鴨池第2雨水ポンプ場 〃 ２台 12.0㎥/分×2=24.0㎥/分 〃 〃
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河川・海岸名 名称 位置 台数 排水能力 管理者 連絡電話番号

排水ポンプ一覧表

永田川 東清見第1雨水ポンプ場 鹿児島市 ２台 6.0㎥/分×2=12.0㎥/分 鹿児島市長 099-803-8772

〃 東清見第2雨水ポンプ場 〃 1台 6.0㎥/分×1=6.0㎥/分 〃 〃

〃 東清見第3雨水ポンプ場 〃 ２台 18.0㎥/分×2=36.0㎥/分 〃 〃

〃 桜川第1雨水ポンプ場 〃 ２台 6.0㎥/分×2=12.0㎥/分 〃 〃

〃 桜川第2雨水ポンプ場 〃 ２台 6.0㎥/分×2=12.0㎥/分 〃 〃

木之下川 西塩屋第1雨水ポンプ場 〃 ２台 25.0㎥/分×2=50.0㎥/分 〃 〃

〃 西塩屋第2雨水ポンプ場 〃 ２台 3.0㎥/分×2=6.0㎥/分 〃 〃

－ 平馬場排水機場 鹿児島市 ２台 0.075㎥/S×2=0.15㎥/S 鹿児島市 099-293-2350

一湊川 一湊地区揚排水機場
熊毛郡屋久島町
一湊

２台 0.4㎥/S×2=0.8㎥/S 屋久島町長 0997-42-0100

川内川 排水ポンプ車
薩摩川内市
天辰町麦田

１台 1.0㎥/S
川内川河川
事務所長

0996-22-3271

川内川 排水ポンプ車
伊佐市
菱刈川南

３台 0.5㎥/S×3=1.5㎥/S
川内川河川
事務所長

0996-22-3271

川内川 排水ポンプ車
姶良郡湧水町木
場

３台
1㎥/S×2+0.5㎥/S

=2.5㎥/S
川内川河川
事務所長

0996-22-3271

肝属川 排水ポンプ車
肝属郡肝付町前
田

2台 0.125㎥/S×8=1.0㎥/S
大隅河川国道
事務所長

0994-65-2541

肝属川 排水ポンプ車
肝属郡東串良町
新川西

2台 0.125㎥/S×4=0.5㎥/S 〃 〃

串良川 排水ポンプ車
鹿屋市串良町岡
崎

１台 0.125㎥/S×8=1.0㎥/S 〃 〃

姶良川 排水ポンプ車 鹿屋市吾平町麓 2台 0.083㎥/S×6=0.5㎥/S 〃 〃

加世田川 市役所裏ポンプ場
南さつま市
加世田川畑

２台 1.4㎥/S×2=2.8㎥/S 南さつま市長 0993-76-1627

加世田川 竹田神社ポンプ場
南さつま市
加世田武田

２台 1.9㎥/S×2=3.8㎥/S 〃 〃

加世田川 永田ポンプ場
南さつま市
加世田村原

２台 2.3㎥/S×2=４.6㎥/S 〃 〃

万之瀬川 地頭所ポンプ場
南さつま市
加世田地頭所

２台 2.4㎥/S×2=4.8㎥/S 〃 〃

五反田川 塩田雨水ゲートポンプ場
いちき串木野市
汐見町

２台 1.2㎥/S×2=2.4㎥/S いちき串木野市長 0996-36-3111

米ノ津川 住吉雨水ポンプ場 出水市住吉町 １台 2.3㎥/S 出水市長 0996-63-4136

鹿児島湾 潟山雨水ポンプ場 指宿市東方 ２台 1.5㎥/S×2=3.0㎥/S 指宿市長 0993-22-2111

鹿児島湾 新潟口雨水ポンプ場 指宿市大牟礼 ３台 4.0㎥/S×2＋2.0=10.0㎥/S 指宿市長 0993-22-2111

住用川 住用地区排水機場 奄美市住用町 2台 １.２５㎥/S×2=２.５㎥/S 奄美市長 0997-69-2111
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７  気象警報系統図及び水防業務連絡系統図 

     次のとおり。 

  ⑴ 気象警報系統図 

 

福岡管区気象台  九州旅客鉄道㈱  県下主要駅    

地

域

住

民

 

            

鹿
児
島
地
方
気
象
台 

名

瀬

測

候

所

 

   海上自衛隊第一航空群     
        

 
 陸上自衛隊第８施設大隊     

           

 鹿児島県  陸上自衛隊第 12 普通科連隊     
           

   ダム・排水ポンプ関係者   所在官公署  
           

   県警察本部  関係警察署  交番･駐在所    

         市町村  

            

気

象

庁
 

     所在官公署   

      

   NTT 西日本㈱  関係市町村ほか   
           

   総務省消防庁  市町村   
           

   NHK 鹿児島放送局      
           

   鶴田ダム管理所      

   大隅河川国道事務所  関係各出張所   

   川内川河川事務所      

   鹿児島国道事務所  鹿児島営繕事務所   
           

         奄美海上保安部  
          

   海上保安庁  第十管区海上保安本部   航行船舶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象情報伝達処理ｼｽﾃﾑ 

防災情報提供ｼｽﾃﾑ 
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  ⑵ 水防業務連絡系統図 

 

                                鶴田ダム管理所長              

                                                                関係テレメーター 

                                大隅河川国道事務所長              

 

                                                                             河川情報ｾﾝﾀｰ福岡ｾﾝﾀｰ 

                                  川内川河川事務所長   川内出張所長 

 

                                                        宮之城出張所長      関係テレメーター 

 

                                                        菱刈出張所長        

                                                                        

                                     

                                                                            

監 理 課 長 

                         土木部長     河 川 課 長                                関係雨量観測者 

                                       砂 防 課 長    地域振興局       

                                       道路建設課長       建設部長等          関係水位観測者 

                                       道路維持課長      

                                       港湾空港課長 

都市計画課長 

                                       建 築 課 長                                      

                                                                                

                                                                                      

                                                                          

 

                      危機管理防災局長   危機管理防災課長      各 地 域               市 

  本 部 長   副本部長                                   連絡協議会長               町 

                        総務部長     広 報 課 長           各 支 庁 長               村 

                                        庁内放送                                        長 

                   警察本部長                                災害発生地附近 

                                                              消防機関の長 

 

      陸上自衛隊                                             関係警察署長 

      海上自衛隊 

      海上保安本部 

      鹿児島地方気象台 

      各放送局 

      各新聞社
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Ⅱ  諸観測通報 

１  雨量観測通報 

⑴ 県水防本部は、気象状況により相当の降雨が予想されるときは、各地域振興局建設部等と

緊密な連絡を取り、必要に応じ管内の雨量を報告させる。 

  また、必要に応じ鹿児島地方気象台と雨量に関する情報を相互に交換するものとする。 

 

⑵ 県水防本部は、レーダー雨量計の活用により雨域の規模・動向等を把握し、必要に応じ関

係地域振興局建設部等に情報を伝達するものとする。 

 

⑶ 各地域振興局建設部等は、進んで本部と連絡を取り、常に的確な気象状況の把握に努める

とともに、管内雨量観測所より正確な資料を迅速に把握し、必要に応じ本部に通報しなけれ

ばならない。 

 

⑷ 地域振興局建設部長等が本部と通報する要領は、次のとおりである。 

ア  最大24時間雨量80ミリメートル以上又は１時間雨量30ミリメートル以上を観測したとき

は、通報しなければならない。 

イ １日の総雨量が100ミリメートルを超え、引き続き豪雨が予想されるときは、１時間 ごと

に報告しなければならない。 

ウ 雨が止んだときは、降り始めてからの総雨量を報告しなければならない。 

エ ア～ウのほか、特に指示されたときも同様とする。 

 

⑸ 管内の雨量観測所は、別表４のとおりである。 

 

⑹ 鹿児島県河川砂防情報システムにより水防本部に観測データが送信されている観測所に

ついては、通報を省略することができる。ただし、システムに障害が発生した場合は、

通報するものとする。 

 

  ２  水位観測通報 

⑴ 水防管理者又は量水標管理者は、気象関係報道又は自らの判断で出水のおそれがあること

を知った場合又は水防警報により出水の通知があった場合には、水位の変動を監視し、指定

水位に達した時から直ちに所轄地域振興局建設部長等に通報しなければならない。 

 

⑵ 地域振興局建設部長等は、⑴の通報を受けた場合は、直ちに県水防本部に報告するととも

に、適切な措置を取らねばならない。 

 

⑶ 地域振興局建設部長等は、次の場合に、観測場所、日時、水位増減の状況等について本部

に通報するものとする。 

ア  水防団待機水位に達した時から、その水位が下がるまでの間（１時間ごと） 

イ  氾濫注意水位に達した時 

ウ  氾濫危険水位に達した時 

エ  氾濫注意水位を下った時 

オ  水防団待機水位を下った時 
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⑷ 量水標水位計の位置及び水防団待機、氾濫注意、氾濫危険水位は、別表５のとおりである。 

 

３  潮位の観測通報 

  ⑴ 県内の水位観測所は、量水標管理者が管理する水位観測所が21箇所ある。（別表６のとおり） 
 

⑵ 管内の主な海岸地区の満潮時刻は、別表８のとおりである。 

 

  ⑶ 気象台及び放送局に対する通報 

    県水防本部は、水位又は潮位について各地域振興局建設部長等その他から通報を受けたときは、   

必要に応じ、鹿児島地方気象台及び各放送局に通報するものとする。 

 

４  河川砂防情報システムによる情報 

 インターネットで河川水位や雨量、土砂災害危険度レベル等の情報提供を行っているほか、別

表９のとおり電話での提供も行っている。 

【PC版】https://www3.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/ 

【携帯電話版】https://www3.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/mobile/ 

【スマートフォン版】https://www3.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/smart/ 
 

５  インターネットによる情報 

国が河川情報を提供しているインターネット等のアドレスは、次のとおりである。 

    国土交通省   

・川の防災情報【PC版】http://www.river.go.jp/ 

                【スマートフォン版】http://river.go.jp/s/ 

  ・海の防災情報（全国港湾海洋波浪情報網） 

                【PC版】  http://www.mlit.go.jp/kowan/nowphas/ 

            【スマートフォン版】http://nowphas.mlit.go.jp 
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第 ５ 章    水 防 警 報 

 

Ⅰ 水防警報の発表 

 国土交通大臣又は知事は、水防警報を行う河川が豪雨等により増水して水防団待機水位に達

し、氾濫注意水位に達すると思われるとき、又は台風による高潮発生及び地震による津波発生の

おそれがあるときは、直ちに水防警報を発表しなければならない。 

 

Ⅱ 水防警報の種類  

種   類 内     容 発表基準 

 

 待   機 

  出水あるいは水位の再上昇が懸念

される場合に、状況に応じて直ちに

水防機関が出動できるように待機す

る旨を警告し、又は、水防機関の出

動期間が長引くような場合に、出動

人員を減らしても差し支えないが、

水防活動をやめることはできない旨

を警告するもの。 

気象予・警報等及び河川状況等により、必

要と認めるとき。 

 

 準   備 

  水防に関する情報連絡、水防資器

材の整備、水門機能等の点検、通信

及び輸送の確保等に努めるととも

に、水防機関に出動の準備をさせる

必要がある旨を警告するもの。 

雨量、水位、流量とその他の河川状況によ

り必要と認めるとき。 

 出   動 
  水防機関が出動する必要がある旨

を警告するもの。 

氾濫注意情報等により、又は、水位、流量

その他の河川状況により、氾濫注意水位（警

戒水位）を超えるおそれがあるとき。 

 

 警   戒 

出水状況及びその河川状況を示

し、警戒が必要である旨を警告する

とともに、水防活動上必要な越水（水

があふれる）・漏水・法崩（堤防斜面

の崩れ）・亀裂等の河川の状態を示

しその対応策を指示するもの。 

氾濫警戒情報等により、又は、既に氾濫注

意水位（警戒水位）を超え、災害のおこるお

それがあるとき。 

 解   除 
  水防活動を必要とする出水状況が

解消した旨及び当該基準水位観測所

名による一連の水防警報を解除する

旨を通告するもの。 

氾濫注意水位（警戒水位）以下に下降した

とき、又は水防作業を必要とする河川状況が

解消したと認めるとき。 

     

 

 

 

 

 

 

24



※  地震による堤防の漏水、沈下等の場合又は津波及び高潮の場合は、上記に準じ次のとおりと

する。 

 待  機 

  地震による堤防の漏水、沈下等の場合又は津波及び高潮の場合は、水防団待機

水位・氾濫注意水位等にとらわれず、現地状況より判断し、水防警報を発表する。 

 準  備 

 出  動 

 解  除 

(注) 津波注意報・津波警報・大津波警報時に発表する水防警報は、住民の避難誘導等及び津

波注意報・津波警報・大津波警報解除後の出水等に備えるもので、警報発表時に水防工法

等の対策を行うものではない。 

 

Ⅲ 安全確保の原則 

 水防警報は、洪水、津波又は高潮によって災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要

がある旨を警告するものであるが、津波の発生時における水防活動その他危険を伴う水防活動に

あたっては、従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。 

 そのため、水防警報の通知においても水防活動に従事する者の安全確保を念頭におくものとす

る。 

 なお、津波到達時間が短く、津波到達までに水防警報が通知されない場合等であっても、水防

活動に従事する者の安全確保を図るものとする。 
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Ⅳ 水防警報を行う河川 

 １ 国土交通大臣が水防警報を行う河川 

  ⑴ 水防警報を行う河川名及びその区域 

河川名 区     域 

川

内

川

 

  幹川 

（上流） 

左岸 
   宮崎県境より羽月川合流点まで 
右岸 

  幹川 

（下流） 

左岸 
   さつま町の高嶺川の合流点から海まで 
右岸 

  支川 

綿 打 川 

左岸 
      姶良郡湧水町大字米永字坂元3368番の2地先町道橋から幹川合流点まで 
右岸 

  支川 

羽 月 川 

左岸 伊佐市大口大字里字大中免277番地から幹川合流点まで 

右岸 伊佐市大口大字鳥巣字水流456番乙号の２地先から幹川合流点まで 

 

  支川 

隈之城川 

左岸 薩摩川内市隈之城町大字隈之城字石間伏739番の２地先隈之城川鉄道橋 

   から幹川合流点まで 

右岸 薩摩川内市向田町大字向田字腰掛1265番の２隈之城川鉄道橋から幹川  

   合流点まで 

  支川 

樋 渡 川 

左岸 薩摩川内市東郷町大字斧渕七迫5014番の３地先から川内川合流点まで 

右岸 薩摩川内市東郷町大字斧渕字榎木田7863番地先から川内川合流点まで 

肝

属

川

 

  幹川 
左岸 
   鹿屋市祓川町3947番地先の県道橋から海まで 
右岸 

  支川 

串 良 川 

左岸 鹿屋市串良町細山田水洗801番のロの地先から幹川への合流点まで 

右岸 鹿屋市串良町細山田川久保4130番の１地先から幹川への合流点まで 

  支川 

高 山 川 

左岸 肝属郡肝付町大字前田字田布尾323番の１地先から幹川への合流点まで 

右岸 肝属郡肝付町大字新富字築ヶ城7737番の５地先から幹川への合流点まで 

  支川 

姶 良 川 

左岸 鹿屋市吾平町上名水流4909番の２地先県道橋から幹川合流点まで 

右岸 鹿屋市吾平町上名西方高迫5684番の３地先県道橋から幹川合流点まで 

  支川 

下 谷 川 

左岸 鹿屋市新栄町13番地先の市道橋から幹川合流点まで 

右岸 鹿屋市新栄町12番地先の市道橋から幹川合流点まで 
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  ⑵ 水防警報発表者 

河川名 発令者 

川内川  川内川河川事務所長 

肝属川  大隅河川国道事務所長 

 

 

  ⑶ 水防警報の対象とする水位観測所 

河 川 名 
観測 

所名 
地  先 位  置 

水防団 

待機水位 

氾 濫 

注意水位 

計画高 

水  位 

観測所地点の 

現堤防高 

 

川 内 川 
 

 

吉 松 

 

姶良郡湧水町川西 

 

幹川右岸 96,350 

  m 

  4.60 

  m 

  5.50 

  m 

  8.30 

  m 

 10.22 

川 内 川 

支川綿打川 

栗野橋 姶良郡湧水町木場 

 

幹川左岸 87,850 

 

  3.80 

 

  4.40 

 

  7.15 

 

  9.90 

 

川 内 川 宮之城 薩摩郡さつま町 

虎居 

幹川右岸 37,700 

 

  4.00   5.20   8.74  10.35 

川 内 川 倉野橋 薩摩川内市東郷町

南瀬 

幹川右岸 26,000 

 

  6.30 

 

  7.60 

 

 11.53 

 

 11.90 

 

川 内 川 

支川隈之城川 

支川樋渡川 

川 内 薩摩川内市 

東大小路町1042 

幹川右岸 12,100   4.20   4.70   6.99   9.00 

川 内 川 

支川羽月川 

花 北 伊佐市菱刈下手 幹川合流点から 

左岸    3,200 

  4.30   5.10   7.50   9.30 

肝 属 川 俣 瀬 肝属郡東串良町 

大字川西俣 

河口より  3,880   2.80   3.80   5.63   9.00 

肝 属 川 

 

王子橋 鹿屋市王子町 河口より 20,450   2.30   3.20   5.22   6.12 

肝 属 川 

支川串良川 

豊 栄 肝属郡東串良町 

大字池之原豊栄 

幹川合流点より 

      3,460 

  2.10   3.70   5.65   7.20 

肝 属 川 

支川高山川 

高山橋 肝属郡肝付町大字

新富 

幹川合流点より 

           2,280 

  3.30   4.60   6.82   9.50 

肝 属 川 

支川姶良川 

姶良橋 

 

鹿屋市吾平町麓 

 

幹川合流点より 

           1,500 

  2.30   3.70   6.22   8.60 

肝 属 川 

支川下谷川 

鉄道橋 

 

鹿屋市新栄町 

 

幹川合流点より 

      1,100 

  2.40   3.10   4.26   4.88 
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  ⑷ 各対象量水標の水防警報の範囲 

河 川 名 観測所名 待 機 準 備 出 動 解 除 

川 内 川 吉    松 水防団待機水位 
(4.60m) に達した
とき 

水防団待機水位
(4.60m)を超え、氾
濫 注 意 水 位
(5.50m) を突破す
ると思われるとき 

氾 濫 注 意 水 位
(5.50m)に達し、
なお上昇の見込
みがあるとき 

氾濫注意水位以
下に下がって再
び増水のおそれ
がないと思われ
るとき 

川 内 川 
綿 打 川 

栗 野 橋   〃 (3.80m)    〃  (3.80m) 
   〃  (4.40m) 

  〃 (4.40m) 
     〃 

      〃 

川 内 川 宮 之 城   〃  (4.00m)    〃  (4.00m) 
   〃  (5.20m) 

  〃 (5.20m) 
     〃 

      〃 

川 内 川 倉 野 橋    〃  (6.30m)    〃  (6.30m) 
   〃  (7.60m) 

  〃 (7.60m) 
     〃 

      〃 

川 内 川 
隈之城川 
樋 渡 川 

川    内    〃  (4.20m)    〃  (4.20m) 
   〃  (4.70m) 
 

  〃 (4.70m) 
     〃 
 

   〃 

羽 月 川 花    北    〃  (4.30m)    〃  (4.30m) 
   〃  (5.10m) 

  〃 (5.10m) 
     〃 

   〃 

肝 属 川 俣    瀬 水防団待機水位 
(2.80m)に達し、 
氾濫注意水位 
(3.80m) に達する
と思われるとき 

 
   〃  (2.80m) 
   〃  (3.80m) 

 
  〃 (3.80m) 
     〃 

 
   〃 

肝 属 川 王 子 橋 
 

   〃  (2.30m) 
   〃  (3.20m) 

   〃  (2.30m) 
   〃  (3.20m) 

  〃 (3.20m) 
     〃 

   〃 

串 良 川 豊    栄 
 

   〃  (2.10m) 
   〃  (3.70m) 

   〃  (2.10m) 
   〃  (3.70m) 

  〃 (3.70m) 
     〃 

   〃 

高 山 川 高 山 橋 
 

   〃  (3.30m) 
   〃  (4.60m) 

   〃  (3.30m) 
   〃  (4.60m) 

  〃 (4.60m) 
     〃 

   〃 

姶 良 川 姶 良 橋 
 

   〃  (2.30m) 
   〃  (3.70m) 

   〃  (2.30m) 
   〃  (3.70m) 

  〃 (3.70m) 
     〃 

   〃 

下 谷 川 鉄 道 橋 
 

   〃 （2.40m) 
   〃 （3.10m) 

   〃 （2.40m） 
   〃 （3.10m） 

  〃（3.10m） 
     〃 

      〃 
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  ⑸ 水防警報の通知及び水位観測所の関係する水防管理者の範囲 

河 川 名 
 観測 

 所名 
発表担当者 受報担当者 

連絡 

方法 

水防管理団体 

（水防管理者名） 

川 内 川 吉 松 川内川河川事務所長 姶良・伊佐地域

振興局建設部長 

ＦＡＸ 

・ 

メール 

湧水町（同町長） 

川 内 川 

綿 打 川 

栗野橋 

 

〃 姶良・伊佐地域

振興局建設部長 

〃 湧水町（同町長） 

川 内 川   宮之城 

 

〃 北 地域振興局

建設部長 

〃 さつま町（同町長） 

 

川 内 川   倉野橋 

 

〃 〃 

 

〃 薩摩川内市（同市長） 

さつま町（同町長） 

川 内 川 

隈之城川 

樋 渡 川 

川 内 〃 〃 〃 薩摩川内市（同市長） 

羽 月 川  花 北 〃 姶良・伊佐地域

振興局建設部長 

〃 伊佐市（同市長） 

肝 属 川 俣 瀬 大隅河川国道事務所長 大隅地域振興局

建設部長 

電話 

・ 

ＦＡＸ 

鹿屋市（同市長） 

肝付町（同町長） 

東串良町（同町長） 

肝 属 川 王子橋 〃 〃 〃 鹿屋市（同市長） 

串 良 川  豊 栄 〃 〃 〃 

 

鹿屋市（同市長） 

東串良町（同町長） 

高 山 川 高山橋 〃 〃 〃 肝付町（同町長） 

姶 良 川 姶良橋 〃 〃 〃 鹿屋市（同市長） 

下 谷 川 鉄道橋 〃 〃 〃 鹿屋市（同市長） 
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２  知事が水防警報を行う河川 

  ⑴ 水防警報を行う河川名及びその区域 

河 川 名 区      域 

甲 突 川 幹川 鹿児島市郡山町3494番地先の伊良ケ谷滝から海まで 

川 内 川 支川・平佐川 薩摩川内市田崎町田崎橋から支川隈之城川合流点まで 

天 降 川 幹川 左岸 霧島市牧園町下中津川字折橋2229番地の２地先の 

市道橋から海に至る 

右岸 霧島市隼人町嘉例川字四十田4386番地の21地先の 

市道橋から海に至る 

支川・手籠川 左岸 霧島市国分重久字世田1926番地先の市道橋から 

天降川合流点まで 

右岸 霧島市国分重久字田中1100番地の１地先の市道橋から   

天降川合流点まで 

支川・郡田川 左岸 霧島市国分清水四丁目2282番地の４地先の市道橋から   

手籠川合流点まで 

右岸 霧島市国分郡田字東ノ上721番地の15地先の市道橋か   

ら手籠川合流点まで 

万之瀬川 幹川 左岸 南九州市川辺町清水字湯ノ尻3480番１地先から海まで 

右岸 南九州市川辺町清水字眼流川2025番２地先から海まで 

支川・加世田川 左岸 南さつま市加世田内山田字金気8197番１地先から 

万之瀬川への合流点まで 

右岸 南さつま市加世田内山田字下棈谷7689番３地先から 

万之瀬川への合流点まで 

米之津川 幹川 左岸 出水市武本字柳田6901番３地先から海まで 

右岸 出水市上鯖渕字鯖渕原2379番２地先から海まで 

神 之 川 幹川 日置市伊集院町郡梅乃前橋から海に至る 

支川・長松川 日置市伊集院町清藤清藤橋から神之川合流点まで 

支川・下谷口川 日置市伊集院町下谷口吾田橋から神之川合流点まで 

花 渡 川 幹川 左岸 枕崎市田布川町911番１地先から海まで 

右岸  枕崎市金山西町234番地先から海まで 

支川・中洲川 枕崎市桜山東町柴立橋から花渡川合流点まで 

雄    川 幹川 左岸 肝属郡南大隅町根占川南から海まで 

右岸 肝属郡南大隅町根占川北字小谷6245番地先から海まで 

新    川 幹川 鹿児島市小野町紅葉橋から海まで 

稲 荷 川 幹川 左岸  鹿児島市稲荷町251番26地先から海まで 

右岸  鹿児島市稲荷町251番6地先から海まで 

永 田 川 幹川 鹿児島市山田町一里迫大橋から海まで 

本 城 川 幹川 垂水市高城的場橋から海まで 

支川・井川 垂水市新御堂五反田橋から本城川合流点まで 
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  ⑵ 水防警報発表者 

河 川 名 発 令 者 

 甲 突 川  鹿児島地域振興局長 

 平 佐 川  北 地域振興局長 

 天 降 川 

姶良・伊佐地域振興局長  手 籠 川 

 郡 田 川 

 万之瀬川 
 

 南薩地域振興局長 
 加世田川 

 米之津川  北 地域振興局長 

 神 之 川 

 鹿児島地域振興局長  長 松 川 

 下谷口川 

 花 渡 川 
 南 地域振興局長 

 中 洲 川 

 雄    川  大隅地域振興局長 

 新    川  

 鹿児島地域振興局長 

 

 稲 荷 川 

 永 田 川 

 本 城 川 
 大隅地域振興局長 

 井    川 
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  ⑶ 水防警報の対象とする水位観測所 

河 川 名 観測所名 地  先 
水防団 

待機水位 

氾 濫 

注意水位 

氾 濫 

危険水位 

観測所地点の 

現堤防高 

 

甲 突 川 
宮 山 橋 鹿児島市郡山町 

   m 

1.63 

   m 

1.78 

   m 

2.40 

   m 

2.60 

 
塚 田 橋 
 

鹿児島市小山田町塚田 
 

3.02 
 

3.34 
 

4.16 
 

5.40 

 
岩 崎 橋 
 

鹿児島市下伊敷一丁目 
 

 4.19 
 

 4.78 
 

 5.44 
 

 7.40 

 
平 佐 川 
 

草 原 橋 薩摩川内市平佐町 
 

  3.47 
  

4.07 
  

5.57 
 

  7.90 

天 降 川 
手 籠 川 
郡 田 川 

日当山橋 霧島市隼人町東郷 
 

  4.40 
 

 
  5.40 

 

 
  6.40 

 

 
  8.40 

 

万之瀬川 

大 渡 橋 南九州市川辺町平山 
 

  3.10 
 

 
  4.40 

 

 
  5.40 

 

 
  7.80 

 

万之瀬橋 南さつま市加世田村原 
 

  3.50 
 

 
  4.90 

 

 
  5.80 

 

 
  9.10 

 

加世田川 日 新 橋 南さつま市加世田武田 
 

  2.80 
 

 
  3.70 

 

 
  4.80 

 

 
  7.00 

 

米之津川 春 日 橋 出水市昭和町 
 

  4.10 
 

 
  4.40 

 

 
  5.60 

 

 
  6.80 

 
神 之 川 
長 松 川 
下谷口川 

荒 瀬 橋 日置市伊集院町徳重 
 

  2.26 
 

 
  2.75 

 

 
  3.34 

 

 
  4.70 

 

花 渡 川 

中 洲 川 
新神浦橋 枕崎市桜山町 

 
  2.10 

 

 
  2.60 

 

 
  3.30 

 

 
  5.00 

 

 
雄    川 

北之口橋 南大隅町根占川北 
 

  2.98 
 

 
  4.26 

 

 
  5.88 

 

 
  6.00 

 

新    川 田 上 橋 鹿児島市田上一丁目 
 

  1.14 
 

 
  1.69 

 

 
  2.50 

 

 
  3.50 

 

稲 荷 川 一 ッ 橋 鹿児島市池之上町 
 

  2.25 
 

 
  2.70 

 

 
  3.20 

 

 
  4.88 

 

永 田 川 宮 下 橋 鹿児島市中山町 
 

  2.22 
 

  2.57 
 

  3.49 
 

  4.70 
 

本 城 川 
井    川 

今川原橋 垂水市高城 
 

  1.25 
 

 
  1.76 

 

 
  3.30 

 

 
  4.40 
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  ⑷ 各対象量水標の水防警報の範囲 

河川名 観測所名 待 機 準 備 出 動 解 除 

甲 突 川 宮 山 橋 水防団待機水位
(1.63m)に達し、 
氾濫注意水位 
(1.78m)に達す
ると思われると
き 

水防団待機水位
(1.63m)を超え、
氾濫注意水位 
(1.78m)を突破
すると思われる
とき 

氾濫注意水位
(1.78m)に達し、
上昇の見込ある
とき 

氾濫注意水位以
下に下がって再
び増水のおそれ
がないと思われ
るとき 

塚 田 橋  〃  (3.02m) 
 〃  (3.34m) 

 〃  (3.02m) 
 〃  (3.34m) 

 〃  (3.34m) 
 〃 

   〃 

岩 崎 橋  〃  (4.19m) 
 〃  (4.78m) 

 〃  (4.19m) 
 〃  (4.78m) 

 〃  (4.78m) 
 〃 

     〃 

平 佐 川 草 原 橋  〃  (3.47m) 
 〃  (4.07m) 

 〃  (3.47m) 
 〃  (4.07m) 

 〃  (4.07m) 
 〃 

     〃 

天 降 川 
手 籠 川 
郡 田 川 

日当山橋  〃  (4.40m) 
 〃  (5.40m)    

 〃  (4.40m) 
 〃  (5.40m) 

 〃  (5.40m) 
 〃 

     〃 

万之瀬川 大 渡 橋  〃  (3.10m) 
 〃  (4.40m) 

 〃  (3.10m) 
 〃  (4.40m) 

 〃  (4.40m) 
 〃 

     〃 

万之瀬橋  〃  (3.50m) 
 〃  (4.90m) 

 〃  (3.50m) 
 〃  (4.90m) 

 〃  (4.90m) 
 〃 

     〃 

加世田川 

 

日 新 橋 

 

 〃  (2.80m) 
 〃  (3.70m) 

 〃  (2.80m) 
 〃  (3.70m) 

 〃  (3.70m) 
 〃 

     〃 

米之津川 

 

春 日 橋  〃  (4.10m) 
 〃  (4.40m) 

 〃  (4.10m) 
 〃  (4.40m) 

 〃  (4.40m) 
 〃 

     〃 

神 之 川 
長 松 川 
下谷口川 

荒 瀬 橋  〃  (2.26m) 
 〃  (2.75m) 

 〃  (2.26m) 
 〃  (2.75m) 

 〃  (2.75m) 
 〃 

     〃 

花 渡 川 
中 洲 川 

新神浦橋  〃  (2.10m) 
 〃  (2.60m) 

 〃  (2.10m) 
 〃  (2.60m) 

 〃  (2.60m) 
 〃 

     〃 

雄    川 北之口橋  〃  (2.98m) 
 〃  (4.26m) 

 〃  (2.98m) 
 〃  (4.26m) 

 〃  (4.26m) 
 〃 

     〃 

新    川 

 

田 上 橋 

 

 〃  (1.14m) 
 〃  (1.69m) 

 〃  (1.14m) 
 〃  (1.69m) 

 〃  (1.69m) 
 〃 

     〃 

 

稲 荷 川 一 ッ 橋  〃  (2.25m) 
 〃  (2.70m) 

 〃  (2.25m) 
 〃  (2.70m) 

 〃  (2.70m) 
 〃 

     〃 

永 田 川 宮 下 橋  〃  (2.22m) 
 〃  (2.57m) 

 〃  (2.22m) 
 〃  (2.57m) 

 〃  (2.57m) 
 〃 

     〃 

本 城 川 
井    川 

今川原橋  〃  (1.25m) 
 〃  (1.76m) 

 〃  (1.25m) 
 〃  (1.76m) 

 〃  (1.76m) 
 〃 

     〃 
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  ⑸ 水防警報の通知及び水位観測所の関係する水防管理者の範囲 

河 川 名 観測所名 発 令 担 当 者 連絡方法 
水防管理団体 

（水防管理者名） 

甲 突 川 

宮 山 橋 鹿児島地域振興局長 
電話又は
ＦＡＸ 

鹿児島市（同市長） 

塚 田 橋 〃 〃 〃 

岩 崎 橋 〃 〃 〃 

平 佐 川 草 原 橋 北 地域振興局長 〃 薩摩川内市（同市長） 

天 降 川 
手 籠 川 
郡 田 川 

日当山橋 姶良・伊佐地域振興局長 〃 霧島市（同市長） 

万之瀬川 

大 渡 橋 南 地域振興局長 〃 
南さつま市（同市長） 
南九州市（同市長） 

万之瀬橋 〃 〃 南さつま市（同市長） 

加世田川 日 新 橋 〃 〃 〃 

米之津川 春 日 橋 北 地域振興局長 〃 出水市（同市長） 

神 之 川 
長 松 川 
下谷口川 

荒 瀬 橋 鹿児島地域振興局長 〃 
日置市（同市長） 
鹿児島市（同市長） 

花 渡 川 
中 洲 川 

新神浦橋 南 地域振興局長 〃 枕崎市（同市長） 

雄    川 北之口橋 大隅地域振興局長 〃 南大隅町（同町長） 

新    川 田 上 橋 鹿児島地域振興局長 〃 鹿児島市（同市長） 

稲 荷 川 一 ッ 橋 〃 〃 〃 

永 田 川 宮 下 橋 〃 〃 〃 

本 城 川 
井    川 

今川原橋 大隅地域振興局長 〃 垂水市（同市長） 
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Ⅴ 水防警報と通報 

 

１ 国土交通大臣が発表する水防警報の通報 

⑴ 国土交通大臣が水防警報を行う河川の区域を管轄する地域振興局建設部長は、国土交通大臣（川

内川水系については国土交通省九州地方整備局川内川河川事務所長、肝属川水系については大隅

河川国道事務所長）から水防警報発表の通報を受けたときは、直ちに関係水防管理者、その他水

防に関係のある機関へ通報するものとする。 

 

⑵ 水防警報の通報を受けた県水防本部は、その旨を関係機関へ通報するものとする。 

 

⑶ 水防警報の通知を受けた水防管理者は、関係住民に連絡するとともに水防団、消防機関を待機

させ、又は必要に応じて出動その他の措置を取らせるものとする。 

 

⑷ 水防警報連絡系統図は、次のとおりである。 

 

   ア 川内川水系水防警報連絡系統図 
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    イ  肝属川水系水防警報連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36



２  知事が発表する水防警報の通知 

⑴ 水防警報発表者は、水防警報を発表したときは、直ちにその旨を県水防本部へ通報すると

ともに関係水防管理者その他水防に関係のある機関へ通知するものとする。 

 

⑵ 水防警報の通報を受けた県水防本部は、その旨を関係機関へ通報するものとする。 

 

⑶ 水防警報の通知を受けた水防管理者は、関係住民に連絡するとともに、水防団、消防機関

を待機させ、又は必要に応じて出動その他の措置を取らせるものとする。 

 

⑷ 平佐川の水防警報発表及び通報 

ア  北 地域振興局長は、川内川河川事務所長から川内川、隈之城川の水防警報発表の通報

を受けたときは、平佐川も同時に水防警報を発表するものとする。 

イ  県水防本部への通報その他は、⑴～⑶により行うものとする。 
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 ⑸ 水防警報連絡系統図は、次のとおりである。 

 ⑹ 水防警報の発表形式 

   水防警報の発表形式は次のとおりである。 

県危機管理

防災課 
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水防警報発表伺

河 川 名

１． の水位は、 月 日 時 分には

ｍになり水防団待機水位に達し、今後氾濫注意水位に達すると

思われるので待機してください。

２． の水位は、 月 日 時 分には

イ．　水防団待機水位

ロ．　氾濫注意水位

再び水位が上昇することも考えられるので、待機して注意してください。

： ：

： ：

： ：

様式－１（待機）

水　　防　　警　　報

部長 課長 係長 担当

種　　別

待　　機
水　防　警　報 第 号

日 時 発表分

川

令和 年 月

通報時間 通報時間通報機関名受信者 発信者通報機関名

河川課

受信者 発信者

ｍになり 　を下り減水していますが、

通　　報　　機　　関　　名
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水防警報発表伺

河 川 名

１． の水位は、 月 日 時 分には

ｍになり

イ．　なお上昇していますので

ロ．　１時間に ㎝の割合で上昇していますので

今後の状況によりいつでも出動できるように準備してください。

２． の水位は、 月 日 時 分には

氾濫注意水位を下り減水していますが、再び水位が上昇することも

考えられるので、準備態勢で引き続き警戒してください。

： ：

： ：

： ：

受信者通報時間通報機関名 受信者通報機関名 通報時間

通　　報　　機　　関　　名

発信者発信者

河川課

水防団待機水位を越え

令和 年 月 日 時 発表分

水　防　警　報 第

様式－２（準備）

水　　防　　警　　報

部長 課長 係長 担当

種　　別

号
川準　　備
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水防警報発表伺

河 川 名

１． の水位は、 月 日 時 分には

ｍになり

イ．　なお上昇していますので

ロ．　１時間に ㎝の割合で上昇していますので

出動して厳重に警戒してください。

： ：

： ：

： ：

通報時間通報機関名発信者 発信者受信者受信者通報機関名 通報時間

河川課

通　　報　　機　　関　　名

発表令和 年 月 分日 時

川

種　　別

出　　動
水　防　警　報 第 号

様式－３（出動）

水　　防　　警　　報

部長 課長 係長 担当

氾濫注意水位に達し
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水防警報発表伺

河 川 名

１． 雨量観測所では、 月 日 時から 時までの

時間に ㎜の降雨を記録しました。

２． の水位は、 月 日 時 分には

イ．　なお上昇しています。

ロ．　１時間に ㎝の割合で上昇しています。

今後まだ増水の見込みですから、各水防機関は引き続き警戒してください。

： ：

： ：

： ：

様式－４（警戒）

水　　防　　警　　報

部長 課長 係長 担当

種　　別

警　　戒
水　防　警　報 第 号

時 発表分

川

通報時間 発信者

令和 年 月 日

通報機関名通報機関名

河川課

発信者通報時間 受信者

通　　報　　機　　関　　名

受信者

ｍで、

42



水防警報発表伺

河 川 名

１． の水位は、 月 日 時 分には

イ．　水防団待機水位

ロ．　氾濫注意水位

思われますので、水防警報を解除します。

： ：

： ：

： ：

ｍになり 　を下り再び水位の上昇はないと

発信者受信者

通　　報　　機　　関　　名

通報機関名

河川課

通報時間通報時間 受信者 発信者 通報機関名

令和 年 月 日 時 発表分

川

種　　別

解　除
水　防　警　報 第 号

様式－５（解除）

水　　防　　警　　報

部長 課長 係長 担当
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第 ６ 章    洪  水  予  報 
 

Ⅰ 国土交通大臣が行う洪水予報 

 法第10条第２項及び気象業務法第14条の２第２項に基づき、国土交通省と気象庁が共同し

て行う洪水予報は、次のとおりである。 

 

 １ 予報の種類 

  ⑴ （川内川・肝属川）レベル２氾濫注意報 

  ⑵ （川内川・肝属川）レベル３氾濫警報 

  ⑶ （川内川・肝属川）レベル４氾濫危険警報 

  ⑷ （川内川・肝属川）レベル５氾濫発生情報 

 

 ２ 洪水予報の発表基準 

予報の種類 発  表  基  準 

レベル２ 

氾濫注意報 

基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、更に水位上昇が

見込まれるとき。 

レベル３ 

氾濫警報 

 次のときに発表する。 

① 基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険水位に到達することが見込ま

れるとき。 

② 避難判断水位に到達し、更に水位上昇が見込まれるとき。 

レベル４ 

氾濫危険警報 

次のときに発表する。 

① 基準地点の水位が氾濫危険水位に到達したとき。 

② 急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上

昇が見込まれるとき。 

レベル５ 

氾濫発生情報 

氾濫が発生又は氾濫発生水位に到達したとき。 

※ レベル５氾濫特別警報と一体的に発表 

レベル２ 

氾濫注意報 

（警報解除） 

次のときに発表する。 

① レベル４氾濫危険警報又はレベル３氾濫警報を発表中に、基準水位 

観測所の水位が避難判断水位を下回ったとき（氾濫注意水位を下回った

場合を除く）。 

② 氾濫警報発表中に、基準水位観測所の水位の上昇が見込まれなくなっ

たとき（氾濫危険水位に達したときを除く）。 

レベル２ 

氾濫注意報解除 

レベル５氾濫発生情報、レベル４氾濫危険警報、レベル３氾濫警報又は

レベル２氾濫注意報を発表中に、基準水位観測所の水位が氾濫注意水位を

下回り、氾濫のおそれがなくなったとき。 
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 ３  洪水予報 

  ⑴ 川内川における洪水予報実施区域及び発表基準地点 

水系  予報区域 実  施  区  間 基 準 地 点 

川

内

川

 

川内川上流部 

川内川 

 左岸 宮崎県えびの市大字原田字池元3824番の１    

地先から鶴田ダムまで 

 右岸 宮崎県えびの市大字原田字佐院3871番の１    

地先から鶴田ダムまで 

真幸水位観測所 

栗野橋水位観測所 

綿打川 

    鹿児島県姶良郡湧水町大字米永字坂元 

3368番の2地先から幹川合流点まで 

栗野橋水位観測所 

川内川下流部 

川内川 

 左岸 鶴田ダムから海まで 

 右岸 鶴田ダムから海まで 

 

宮之城水位観測所 

川内水位観測所 

 

 

水系  予報区域 実  施  区  間 基 準 地 点 

川

内

川

 

川内川下流部 

隈之城川 

 左岸 鹿児島県薩摩川内市隈之城町大字隈之城字     

石間伏739番の２地先から幹川合流点まで 

 右岸 鹿児島県薩摩川内市向田町大字向田字腰掛     

1265番の２地先から幹川合流点まで 
川内水位観測所 

樋渡川 

 左岸 鹿児島県薩摩川内市東郷町大字斧渕字七迫     

5014番の3地先から幹川合流点まで 

  右岸 鹿児島県薩摩川内市東郷町大字榎木田字 

    7863番地先から幹川合流点まで 

 

  ⑵ 肝属川における洪水予報実施区域及び発表基準地点 

水系  予報区域                   実施区間   基準地点 

肝

属

川

 

肝属川 鹿児島県鹿屋市祓川町3947番地先の県道橋から海まで 俣瀬観測所 

王子橋観測所 

 

串良川 

左岸 鹿児島県鹿屋市串良町大字細山田字水洗801番

地のロ地先から肝属川への合流点まで 

右岸 鹿屋市串良町川久保4130番の１地先から 

肝属川への合流点まで 

豊栄観測所 

 

高山川 

左岸 鹿児島県肝属郡肝付町大字前田字田布尾 

323番の１地先から肝属川への合流点まで 

右岸 同町大字新富字築ヶ城7737番の５地先から 

肝属川への合流点まで 

高山橋観測所 

 

姶良川 

左岸 鹿児島県鹿屋市吾平町大字上名字水流4909番   

の２地先県道橋から肝属川への合流点まで 

右岸 同市同町字西方高迫5684番の３地先の県道橋   

から肝属川への合流点まで 

姶良橋観測所 
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    ⑶ 川内川における基準水位一覧 

河 川 名 基準観測所名 水防団待機水位 氾濫注意水位避難判断水位 氾濫危険水位 氾濫発生水位 
 

川 内 川 

 

   真  幸    

         m 

      2.4  

         m 

      3.3  

         m 

      4.0  

         m 

      4.7  

          m 

5.86 

川 内 川    栗野橋          3.8        4.4        5.1        5.8        7.04 

川 内 川    宮之城          4.0        5.2        6.4        7.6        8.59 

川 内 川    川  内          4.2        4.7        5.1        5.6        6.34 

隈之城川    川  内          4.2        4.7        5.1        5.6        6.34 

 

    ⑷ 肝属川における基準水位一覧 

河 川 名 基準観測所名 水防団待機水位 氾濫注意水位避難判断水位氾濫危険水位 氾濫発生水位 
 

肝 属 川 

 

   俣  瀬   

         m 

      2.8  

         m 

      3.8   

         m 

      4.7  

         m 

      5.0   

          m 

6.95 

肝 属 川    王子橋          2.3       3.2         3.7        4.2         5.02 

串 良 川    豊  栄         2.1        3.7         4.4        4.9         6.20 

高 山 川    高山橋          3.3        4.6         5.1        6.4         8.72 

姶 良 川    姶良橋          2.3        3.7         5.0        5.5         7.02 
 

   (注)  予報文例は後掲 
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　　　　　　伝達系統図（川内川上流部）

※1 気象情報伝送処理システム（オンライン） ※2 防災情報提供システム（専用線）

※3 防災情報提供システムメール（インターネット）

福岡管区気象台 九州旅客鉄道㈱ ※3 各駅

※NTT西日本電信㈱への伝達は警報のみとし、一般の利用に適合する警報の通知をもって代える。

NTT西日本㈱ ※ 鹿児島県内市町村

宮崎県内市町村宮崎県危機管理局※1

宮崎地方気象台 NHK宮崎放送局※1

一般住民湧水町  NTT電話 0995-74-3111 NTTFAX 0995-74-4249

えびの市  NTT電話 0984-35-1111 NTTFAX 0984-35-0401

消防本部等

鹿児島地方気象台 鹿児島県危機管理防災局　危機管理防災課※2

TEL 099-250-9912
FAX 099-253-7413

NHK鹿児島放送局※1

伊佐湧水警察署鹿児島県警察本部

鶴田ダム管理所※1

総務省消防庁※1 関係市町村

陸上自衛隊

第8施設大隊川内駐屯地
NTT電話 0996-20-3900(内)221 NTTFAX 0996-20-3900(内)224

第12普通科連隊国分駐屯地
NTT電話 0995-46-0350(内)226 NTTFAX 0995-45-1536(直通)

第24普通科連隊えびの駐屯地
NTT電話 0984-33-3904(内)226 NTTFAX 0984-33-3904(内)227

宮崎県河川課
マイクロ電話 89-769-2195
NTT電話 0985-28-9981 NTTFAX 0985-26-7317

小林土木事務所 NTT電話 0984-23-5165 NTTFAX 0984-23-7897

JNC㈱ 水力課
NTT電話 0966-63-3451 NTTFAX 0966-62-3651 0966-63-2118
土日・夜間 NTT電話 0966-63-2112 NTTFAX 0966-63-2597

伊佐湧水消防組合消防本部
NTT電話 0995-22-0119 NTTFAX 0995-22-1416

関係各署
西諸広域行政事務組合消防本部
NTT電話 0984-23-0119 NTTFAX 0984-23-2034

（一財）河川情報センター福岡センター
NTT電話 092-481-0241 NTTFAX 092-471-6878

伊佐市  NTT電話 0995-23-1311 NTTFAX 0995-22-1231

TEL 0996-22-3271
FAX 0996-25-0869 鶴田ダム管理所

マイクロ電話 773-332･333･334 マイクロFAX 773-510(操作室)

鹿児島県河川課
NTT電話 099-286-3590 NTTFAX 099-286-5625

鹿児島県姶良・伊佐地域振興局建設部
NTT電話0995-63-8351 NTTFAX0995-63-8345 各関係

水防管理団体
（各市・町）鹿児島県姶良・伊佐地域振興局伊佐市駐在機関

NTT電話0995-22-1423 NTTFAX0995-23-5166

九州地方整備局
マイクロ電話 89-2791～2794(河川管理課、水災害予報センター)

川内川河川事務所
流域治水課

水防班
京町班 マイクロ電話 64-22･25･27

菱刈班 マイクロ電話 63-22･25･51

マイクロ回線 専用回線 事業者回線
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　　　　　　伝達系統図（川内川下流部）

※3 防災情報提供システムメール（インターネット）

福岡管区気象台 九州旅客鉄道㈱ ※3 各駅

※NTT西日本㈱への伝達は警報のみとし、一般の利用に適合する警報の通知をもって代える。

※1 気象情報伝送処理システム（オンライン） ※2 防災情報提供システム（専用線）

NTT西日本㈱ ※ 鹿児島県内市町村

鹿児島地方気象台 鹿児島県危機管理防災局　危機管理防災課※2

TEL 099-250-9912
FAX 099-253-7413 鹿児島県警察本部

薩摩川内警察署

さつま警察署

NHK鹿児島放送局 ※1

鶴田ダム管理所 ※1

総務省消防庁 ※1 関係市町村 消防本部等

（一財）河川情報センター福岡センター
NTT電話 092-481-0241 NTTFAX 092-471-6878

一般住民
薩摩川内市  NTT電話 0996-23-5111 NTTFAX 0996-20-2403

さつま町  NTT電話 0996-53-1111 NTTFAX 0996-53-0184

陸上自衛隊

第8施設大隊川内駐屯地
NTT電話 0996-20-3900(内)221 NTTFAX 0996-20-3900(内)224

第12普通科連隊国分駐屯地
NTT電話 0995-46-0350(内)226 NTTFAX 0995-45-1536(直通)

第24普通科連隊えびの駐屯地
NTT電話 0984-33-3904(内)226 NTTFAX 0984-33-3904(内)227

九州電力㈱ 鹿児島送配電統括センター電力部総合制御所
NTT電話 099-254-6492　NTTFAX 092-253-2032

各関係消防署

薩摩川内市消防局
NTT電話 0996-22-0119 NTTFAX 0996-23-2087

薩摩川内市消防団

さつま町消防本部
NTT電話 0996-52-0119 NTTFAX 0996-52-2041

さつま町消防団

電源開発㈱ 川内川第２ダム
NTT電話 0996-59-2035 NTTFAX 0996-59-2897

九州地方整備局
マイクロ電話 89-2791～2794(河川管理課、水災害予報センター)

川内川河川事務所
流域治水課

水防班
宮之城班 マイクロ電話 62-22･25

川内班 マイクロ電話 61-22･25

TEL 0996-22-3271
FAX 0996-25-0869 鶴田ダム管理所

マイクロ電話 773-332･333･334 マイクロFAX 773-510(操作室)

鹿児島県河川課
NTT電話 099-286-3590 NTTFAX 099-286-5625

各関係
水防管理団体
（各市・町）

鹿児島県北薩地域振興局
NTT電話 0996-25-5548 NTTFAX 0996-25-5556

マイクロ回線 専用回線 事業者回線
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ﾏｲｸﾛ回線

    M(61-21)     M(62-21)

    F(61-40)     F(62-40)

 TEL  0994-65-2415  TEL  0994-65-2546

 FAX  0994-65-7312  FAX  0994-43-9569

 大  隅  地  域  振  興  局
 TEL  0994-52-2173

 FAX  0994-52-2180

 TEL  099-286-3590

 FAX  099-286-5625

FAX又はﾒｰﾙ     M(718-22)
    F(718-60・61)
 TEL  092-481-0241
 FAX  092-471-6878

 FAX  0995-45-1536

TEL　099-250-9912
FAX　099-253-7413

（注）

注） NTT西日本㈱又はNTT東日本㈱への洪水予報の伝達は洪水警報のみとし、一般の利用に適合する洪水警報の通知をもって代える。

一般住民

肝 付 町

 (一財) 河 川 情 報 セ ン タ ー

 鹿  児  島  県  河  川  課

FAX又はﾒｰﾙ

防災情報提供ｼｽﾃﾑ

 陸上自衛隊　第１２普通科連隊国分駐屯地

NTT西日本㈱

ﾒｰﾙ

総　務　省　消　防　庁

各関係警察署

鹿児島県危機管理防災局危機管理防災課

鹿　児　島　県　警　察　本　部

東串良町

 おおすみFMﾈｯﾄﾜｰｸ

 FAX又はﾒｰﾙ

    M(779-41)

各水防団体
FAX又はﾒｰﾙ

 TEL  0995-46-0350　（内）228

防災無線 鹿 屋 市

伝達系統図（肝属川）

鹿 児 島 地 方 気 象 台

福岡管区気象台

 鹿   屋   出   張   所

    F(779-42)

気象情報伝送処理ｼｽﾃﾑ

 TEL  0994-41-1485

九 州 地 方 整 備 局

FAX　0994-65-9630

 高   山   出   張   所

気象情報伝送処理ｼｽﾃﾑ

大隅河川国道事務所

流 域 治 水 課

TEL　0994-65-2993

FAX又はﾒｰﾙ

ＮＨＫ鹿児島放送局日本放送協会（NHK）

消防本部等

関係市町村

気象情報伝送処理ｼｽﾃﾑ

一
般
加
入
回
線

専
用
回
線

58



Ⅱ 知事が行う洪水予報 

 法第11条第１項及び気象業務法第14条の２第３項に基づき、知事と気象庁が共同して行う

洪水予報は、次のとおりである。 

 

１ 予報の種類 

⑴ （万之瀬川・加世田川）レベル２氾濫注意報 

⑵ （万之瀬川・加世田川）レベル３氾濫警報 

⑶ （万之瀬川・加世田川）レベル４氾濫危険警報 

⑷ （万之瀬川・加世田川）レベル５氾濫発生情報 

 

２ 洪水予報の発表基準 

予報の種類 発  表  基  準 

万之瀬川・加世田川

レベル２ 

氾濫注意報 

基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、更に水位

上昇が見込まれるとき。 

万之瀬川・加世田川

レベル３ 

氾濫警報 

 

次のときに発表する。 

① 基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険水位に到達することが

見込まれるとき。 

② 避難判断水位に到達し、更に水位上昇が見込まれるとき。 

万之瀬川・加世田川

レベル４ 

氾濫危険警報 

次のときに発表する。 

① 基準地点の水位が氾濫危険水位に到達したとき。 

② 急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水

位の上昇が見込まれるとき。 

万之瀬川・加世田川 

レベル５ 

氾濫発生情報 

氾濫が発生又は氾濫発生水位に到達したとき。 

※ レベル５氾濫特別警報と一体的に発表 

万之瀬川・加世田川 

レベル２ 

氾濫注意報 

（警報解除） 

次のときに発表する。 

① レベル４氾濫危険警報又はレベル３氾濫警報を発表中に、基準

水位観測所の水位が避難判断水位を下回ったとき（氾濫注意水位

を下回った場合を除く）。 

② 氾濫警報発表中に、基準水位観測所の水位の上昇が見込まれな

くなったとき（氾濫危険水位に達したときを除く）。 

万之瀬川・加世田川 

レベル２ 

氾濫注意報解除 

レベル５氾濫発生情報、レベル４氾濫危険警報、レベル３氾濫警

報又はレベル２氾濫注意報を発表中に、基準水位観測所の水位が氾

濫注意水位を下回り、氾濫のおそれがなくなったとき。 
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３  洪水予報（予報実施区域及び発表基準） 

  ⑴ 万之瀬川・加世田川洪水予報 

水系  予報区域 実  施  区  間 基 準 地 点 

万

之

瀬

川

 

 万之瀬川 

左岸 南九州市川辺町清水字湯ノ尻3480番１地先 

から海まで 

右岸 南九州市川辺町清水字眼流川2025番２地先 

から海まで 

大渡橋水位観測所 

万之瀬橋水位観測所 

 加世田川 

左岸 南さつま市加世田内山田字金気8197番１地先      

から万之瀬川への合流点まで 

右岸 南さつま市加世田内山田字下棈谷7689番３地      

先から万之瀬川への合流点まで 

日新橋水位観測所 

   (注)  予報文例は後掲。 

  

    ⑵ 万之瀬川・加世田川における基準水位一覧 

河 川 名 基準観測所名 水防団待機水位 氾濫注意水位 避難判断水位 氾濫危険水位 氾濫発生水位 

 

万之瀬川 

 

万之瀬橋 

m 

      3.5 

m 

      4.9 

m 

      5.3 

m 

      5.8 

m 

7.3 

万之瀬川 大渡橋 3.1 4.4 4.9 5.4 6.4 

加世田川 日新橋 2.8 3.7 4.2 4.8 5.5 
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鹿児島県南薩地域振興局建設部
TEL 0993-52-1384
FAX 0993-52-1381

川辺ダム管理事務所
TEL 0993-56-1084
FAX 0993-56-1059

（株）鹿児島讀賣テレビ
TEL 099-285-5575
FAX 099-285-5579

南さつま市金峰支所
TEL 0993-77-1111
FAX 0993-77-0119

南九州市防災安全課
TEL 0993-83-2511
FAX 0993-83-4658

南さつま市消防本部
TEL 0993-52-3145
FAX 0993-52-3119

指宿南九州消防組合川辺分遣所
TEL 0993-56-2001
FAX 0993-56-2615

鹿児島テレビ放送（株）
TEL 099-258-1111
FAX 099-254-5602

南さつま市総務課
TEL 0993-53-2111
FAX 0993-52-0113

（株）エフエム鹿児島
TEL 099-227-0798
FAX 099-239-1131

陸上自衛隊第12普通科連隊国分駐屯地
TEL 0995-46-0350
FAX 0995-45-1536

鹿児島県危機管理防災局危機管理防災課

鹿児島県土木部河川課
TEL 099-286-3596
FAX 099-286-5625

鹿児島地方気象台
TEL 099-250-9912
FAX 099-253-7413

NTT五反田センタ

総務省消防庁 関係市町村

消防本部等

一

般

住

民

ＦＡＸ
または
電 話

気象情報伝送処理システム

気象情報伝送処理システム

伝達系統図（万之瀬川及び加世田川）

ＮＨＫ鹿児島放送局日本放送協会
気象情報伝送処理システム

（株）鹿児島放送
TEL 050-3816-6825
FAX 099-258-6617

（株）南日本放送
TEL 099-254-7117
FAX 099-254-7019

気象情報伝送処理システム
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（見出し）

（主文）

（警戒レベル相当情報早見表）

更新

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準水位観測所の 警戒レベル５相当

受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が 警戒レベル４相当

想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。 警戒レベル３相当

警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]

https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo 警戒レベル２未満

（雨量）
多いところで1時間に25ミリの雨が降っています。

この雨は当分この状態が続くでしょう。

-

５

４

３

南さつま市
南九州市

３

正規

万
ま

之
の

瀬
せ

川
がわ

水系
すいけい

万
ま

之
の

瀬
せ

川
がわ

・加世田
かせだ

川
がわ

レベル３氾濫警報
（警戒レベル３相当情報）

万之瀬川水系万之瀬川・加世田川川洪水予報 第3号

日新橋
加世田川

令 和 8 年 8 月 20 日 16 時 00 分

鹿 児 島 県
かごしまけん

・ 鹿 児 島
かごしま

地 方
ちほう

気 象
きしょう

台
だい

共 同 発 表

万之瀬川水系万之瀬川・加世田川 では、避難判断水位に到達し、今
後、水位はさらに上昇する見込み

万之瀬川水系万之瀬川・加世田川レベル３氾濫警報（警戒レベル３相当情報）

新
着
・
更
新

大渡橋
万之瀬川

現況水位

予測水位

警戒レベル（　）相当
対象河川

基準水位観測所名

新着・更新

万之瀬橋
万之瀬川

３

３
（レベル３水位超過）

３

更新

【警戒レベル３相当】これは、高齢者等避難の発令の目安です。万之瀬川
まのせがわ

の万之瀬橋
まのせばし

水位観測所（南さ
みなみさ

つま市
つまし

）では、「避難判断水位」に到達しました。今後、水位はさらに上昇する見込みです。市町村か

らの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。

【警戒レベル２相当】加世田川
かせだがわ

の日新橋
にっしんばし

水位観測所（南さつま市
みなみさつまし

）では、「氾濫注意水位」に到達し、

今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください

2

-

２

流域
20 日09 時30 分～20 日15 時30 分

までの流域平均雨量
20 日15 時30 分～20 日18 時30 分

までの流域平均雨量の見込み

万之瀬川上流域 127 ミリ 40 ミリ

警戒レベル２
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（水位または流量）

水位（m）

水位（m）

水位（m）

・ゼロ点高に関する解説　XXXXXXXXXXXXX

（参考）

警戒レベル２相当

日新橋

17:30予測 18:30予測 19:30予測 20:30予測 21:30予測

3.93 3.94 3.95 3.96

流域
20 日09 時30 分～20 日15 時30 分

までの流域平均雨量
20 日15 時30 分～20 日18 時30 分

までの流域平均雨量の見込み

万之瀬川流域 128 ミリ 40 ミリ

流域
20 日09 時30 分～20 日15 時30 分

までの流域平均雨量
20 日15 時30 分～20 日18 時30 分

までの流域平均雨量の見込み

加世田川流域 132 ミリ 25 ミリ

20日
基準観測所 15:30現在 16:30予測 17:30予測 18:30予測 19:30予測 20:30予測 21:30予測

5.30 5.55 5.48 5.10

16:30予測 17:30予測 18:30予測 19:30予測 20:30予測 21:30予測

警戒レベル３相当

万之瀬橋

（南さつま市）

20日
基準観測所 15:30現在

（南九州市）

大渡橋

（南さつま市）

3.80

20日
基準観測所 15:30現在 16:30予測

EL=X.XX m

氾濫危険水位
5.80 m

避難判断水位
5.30 m

氾濫注意水位4.90 m

ゼロ点高EL=X.XX m

氾濫危険水位
5.40 m

避難判断水位
4.90 m

氾濫注意水位4.40 m

ゼロ点高EL=X.XX m

氾濫危険水位
4.80 m

避難判断水位
4.20 m

氾濫注意水位3.70 m

ゼロ点高EL=X.XX m
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（受け持ち区間）

□雨の情報を知りたい方はこちら

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

日新橋
水位観測所
南さつま市

基準観測所 水位観測所 水位観測所
南さつま市 南九州市
万之瀬川 万之瀬川

万之瀬橋 大渡橋

加世田川

問い合わせ先
水位関係：鹿児島県 土木部河川課　電話：099-286-3596
気象関係：気象庁 鹿児島地方気象台 電話：099-250-9912

川の防災情報　洪水予報画面 https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

水害リスクライン https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

浸水ナビ https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

受け持ち区間
右岸　南さつま市金峰町花瀬
　　　から海

右岸　南九州市川辺町清水か
　　　ら南九州市川辺町田部
　　　田

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報） https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

右岸　南さつま市加世田内山
　　　田から万之瀬川への合
　　　流点

左岸　南さつま市加世田川畑
　　　から海

左岸　南九州市川辺町清水か
　　　ら南九州市川辺町永田

左岸　南さつま市加世田内山
　　　田から万之瀬川への合
　　　流点

川の防災情報 水害リスクライン 浸水ナビ今後の雨（解析雨量、

降水短時間予報）

イメージ イメージ イメージ イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ
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 第 ７ 章    水 位 情 報 

 

Ⅰ 水位情報の通知 

  国土交通大臣又は知事は、洪水により重大又は相当な被害を生ずるおそれのあるものとし

て指定した河川について、法第13条で規定される洪水特別警戒水位に達したときは、水防管

理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、一般に周知しなければなら

ない。 

 

Ⅱ  国土交通大臣が水位情報の周知を行う河川（いわゆる水位周知河川） 

 

  ※ 氾濫危険水位をもって洪水特別警戒水位とする。 

 

  １ 水位周知河川の名称及びその区域 

河川の名称 区       域 

 川内川 

  支川 

 羽月川 

左岸 伊佐市大口大字里字大中免277番地から幹川合流点まで 

右岸 伊佐市大口大字鳥巣字水流456番乙号の２地先から幹川合流   

点まで 

 肝属川 
  支川 

 下谷川 

左岸 鹿屋市新栄町13番地先の市道橋から幹川合流点まで 

右岸 鹿屋市新栄町12番地先の市道橋から幹川合流点まで 

 

  ２ 水位情報を通知する水防管理者、関係市町村長 

 河川名 通 知 者 水防管理者、関係市町村長 

 羽月川  川内川河川事務所 伊佐市長 

 下谷川  大隅河川国道事務所 鹿屋市長 

 

  ３ 水位周知河川の氾濫危険水位 

河 川 名 観測所名 地  先  名 水防団待機水位 氾濫注意水位 避難判断水位 氾濫危険水位 

 

 羽月川 

 

 花  北 

 

伊佐市菱刈下手877の２ 

      m 

  4.30 

      m 

  5.10 

      m 

  6.20 

      m 

  7.00 

 下谷川  鉄道橋 鹿屋市新栄町   2.40   3.10   3.50   4.26 
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４ 水位情報の通知 

 水位情報通知者は、水位周知河川の水位が、氾濫危険水位に達したときは、直ちに以下に

示す体系図により水位情報を通知する。 
 

  ⑴ 羽月川 

 

川

内

川

河

川

事

務

所

 

 九州地方整備局河川管理課 
 

(一財)河川情報センター 
 

鹿児島県土木部河川課 
 

鹿児島県危機管理防災局危機管理防災課 
 

鹿児島県警察本部 
 

鹿児島地方気象台 
 

鹿児島県姶良･伊佐地域振興局建設部伊佐市駐在機関 
 

鹿児島県姶良･伊佐地域振興局建設部 
 

伊  佐  市 
 

各報道機関  
 

 

地域住民  

伊佐湧水消防組合消防本部 
  

菱刈出張所 
 

  ⑵ 下谷川 

 

大

隅

河

川

国

道

事

務

所

 

 九州地方整備局河川管理課 
 

(一財)河川情報センター 
 

鹿児島県土木部河川課 
 

鹿児島県危機管理防災局危機管理防災課 
 

鹿児島県警察本部 
 

鹿児島地方気象台 
 

鹿児島県大隅地域振興局建設部 
 

鹿  屋  市  

 

 

地域住民  

各報道機関 
  

第十管区海上保安本部 
 

ＮＴＴ西日本(株) 
 

おおすみＦＭネットワーク 
 

鹿児島国道事務所 
 

鹿屋出張所 
 

高山出張所 
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Ⅲ  知事が水位情報の周知を行う河川（いわゆる水位周知河川） 

  

 ※ 氾濫危険水位をもって洪水特別警戒水位とする。 

 

 １ 水位周知河川の名称及びその区域 

河川の名称 区      域 

甲 突 川 幹川 鹿児島市郡山町3494番地先の伊良ケ谷滝から海まで 

川 内 川 支川・平佐川 薩摩川内市田崎町田崎橋から支川隈之城川合流点まで 

天 降 川 

幹川 

左岸 霧島市牧園町下中津川字折橋2229番地の２地先の市道橋

から海に至る 

右岸 霧島市隼人町嘉例川字四十田4386番地の21地先の市道橋

から海に至る 

支川・手籠川 

左岸 霧島市国分重久字世田1926番地先の市道橋から天降川   

合流点まで 

右岸 霧島市国分重久字田中1100番地の１地先の市道橋から   

天降川合流点まで 

支川・郡田川 

左岸 霧島市国分清水四丁目2282番地の４地先の市道橋から

手籠川合流点まで 

右岸 霧島市国分郡田字東ノ上721番地の15地先の市道橋から

手籠川合流点まで 

米之津川 幹川 
左岸 出水市武本字柳田6901番３地先から海まで 

右岸 出水市上鯖渕字鯖渕原2379番２地先から海まで 

神 之 川 

幹川 日置市伊集院町郡梅乃前橋から海に至る 

支川・長松川 日置市伊集院町清藤清藤橋から神之川合流点まで 

支川・下谷口川 日置市伊集院町下谷口吾田橋から神之川合流点まで 

花 渡 川 
幹川 

左岸 枕崎市田布川町911番１地先から海まで 

右岸  枕崎市金山西町234番地先から海まで 

支川・中洲川 枕崎市桜山東町柴立橋から花渡川合流点まで 

雄    川 幹川 
左岸 肝属郡南大隅町根占川南から海まで 

右岸  肝属郡南大隅町根占川北字小谷6245番地先から海まで 

新    川 幹川 鹿児島市小野町紅葉橋から海まで 

稲 荷 川 幹川 
左岸 鹿児島市稲荷町251番26地先から海まで 

右岸 鹿児島市稲荷町251番６地先から海まで 

永 田 川 幹川 鹿児島市山田町一里迫大橋から海まで 

本 城 川 
幹川 垂水市高城的場橋から海まで 

支川・井川 垂水市新御堂五反田橋から本城川合流点まで 
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 ２ 水位情報を通知する水防管理者、市町村長 

河川名 発令者 水防管理者、関係市町村長 

 甲 突 川  鹿児島地域振興局長  鹿児島市長 

 平 佐 川  北 地域振興局長  薩摩川内市長 

 天 降 川 

 手 籠 川 

 郡 田 川 

 姶良・伊佐地域振興局長  霧島市長 

 米之津川  北 地域振興局長  出水市長 

 神 之 川 

 長 松 川 

 下谷口川 

 鹿児島地域振興局長  日置市長、鹿児島市長 

 花 渡 川 

 中 洲 川 
 南 地域振興局長  枕崎市長 

 雄    川  大隅地域振興局長  南大隅町長 

 新    川 

 稲 荷 川 

 永 田 川 

 鹿児島地域振興局長  鹿児島市長 

 本 城 川 

 井    川 
 大隅地域振興局長  垂水市長 
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 ３ 水位周知河川の氾濫危険水位 

 

河 川 名観測所名 地  先 水防団待機水位 氾濫注意水位 避難判断水位 氾濫危険水位 

 

甲 突 川 

 

宮 山 橋 

 

 

鹿児島市郡山町 

 

    m 

 1.63 

    m 

  1.78 

 

    m 

  1.89 

   

    m 

  2.40 

     

塚 田 橋 

 

鹿児島市小山田町塚田 

 

  3.02 

 

  3.34 

 

  3.55 

   

  4.16 

     

岩 崎 橋 

 

鹿児島市下伊敷一丁目 

 

  4.19 

 

  4.78 

 

  5.04 

   

  5.44 

     

平 佐 川 

 

草 原 橋 

 

薩摩川内市平佐町 

 

  3.47 

 

  4.07 

 

  4.67 

   

  5.57 

     

天 降 川 

手 籠 川 

郡 田 川 

日当山橋 

 

 

霧島市隼人町東郷 

 

 

  4.40 

 

 

  5.40 

 

 

  6.40 

      

   

  6.40 

        

     

米之津川 

 

春 日 橋 

 

出水市昭和町 

 

  4.10 

 

  4.40 

 

  4.90 

   

  5.60 

     

神 之 川 

長 松 川 

下谷口川 

荒 瀬 橋 

 

 

日置市伊集院町徳重 

 

 

  2.26 

 

 

  2.75 

 

 

  2.91 

      

   

  3.34 

        

     

花 渡 川 

中 洲 川 

新神浦橋 

 

枕崎市桜山町 

 

  2.10 

 

  2.60 

 

  2.90 

   

  3.30 

     

雄    川 

 

北之口橋 

 

南大隅町根占川北 

 

  2.98 

 

  4.26 

 

  4.77 

   

  5.88 

     

新    川 

 

田 上 橋 

 

鹿児島市田上一丁目 

 

  1.14 

 

  1.69 

 

  2.06 

   

  2.50 

     

稲 荷 川 

 

一 ッ 橋 

 

鹿児島市池之上町 

 

  2.25 

 

  2.70 

 

  3.00 

   

  3.20 

     

永 田 川 

 

宮 下 橋 

 

鹿児島市中山町 

 

  2.22 

 

  2.57 

 

  2.80 

   

  3.49 

     

本 城 川 

井    川 

今川原橋 

 

垂水市高城 

 

  1.25 

 

  1.76 

 

  2.02 

 

  3.30 
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 ４ 水位情報の通知 

⑴ 水位情報通知者は、水位周知河川の水位が、氾濫危険水位に達したときは、直ちにそ

の旨を鹿児島県土木部河川課及び関係する水防管理者、市町村長に連絡する。 

 

    ⑵ 水位情報の通知を受けた鹿児島県土木部河川課は、その水位情報を関係機関へ通知す

るものとする。 

 

⑶ 水位情報の通知を受けた水防管理者及び市町村長は、必要に応じて地域住民の避難そ

の他の措置を取らせるものとする。 

 

⑷ 水位情報の通知系統図は、次のとおりである。 
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（参考）水位情報の例（米之津川） 

 

米之津川氾濫危険水位情報 

 

                    年  月  日  時  分 

                鹿児島県北薩地域振興局発表 

 

 【警戒レベル４相当】米之津川は、  時  分に、出水市昭和町の

春日橋観測所で、避難勧告等の目安のひとつとなる水位である氾濫危

険水位５．６０ｍに達しました。 

 ※氾濫危険水位…水防法第１３条で規定される洪水特別警戒水位 

 

  春日橋観測所では、  時～  時の１時間に、約  ｍ水位が上昇 

 今後とも水位の上昇が見込まれます。 

  また、  時  分現在、春日橋観測所付近の水位は、堤防の上まで  

 あと   ｍとなっています。（場所によってはもっと小さい値となっていま  

 す。） 

 

 

     （参考）米之津川 春日橋観測所（出水市昭和町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   市町村が発する避難情報に注意するとともに、周囲の状況の確認や避難  

準備をお願いします。 
 
   問合せ先 鹿児島県北薩地域振興局建設部建設総務課 
 
                 担当     電話  
 

                      （ 発信者 鹿児島県                             ） 

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

水位ｍ

日 時 分

日 時 分

はん濫危険水位 T.P+13.50m

はん濫注意水位 T.P+12.30m

堤防高 T.P+14.70m

避難判断水位 T.P+12.80m
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